
様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６－３ 制度運営の円滑化等 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第 4 号）第 79 条

の 2 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10 条第 1 項第 7 号 

当該項目の重要度、難易

度 

難易度：「高」全国の医療機関に認定基準を理解し、適切な資料を

提出してもらうためには、それぞれの指定疾病に応じた知見を全国

の診療現場の医師に理解してもらう必要があるため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

 ７－３．石綿健康被害救済対策 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0267 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等（参

考） 

達成目標 基準値（参考） 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 

 

 

２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

申請等に係る医

学的資料等を作

成した実績医療

機関  

 
1,452 病院 1,539 病院 1,618 病院 1,680 病院 1,778 病院  

予算額（千円） 4,865,773 4,993,158 4,960,848 4,487,919  

石綿関連疾患に

係る医師向けセ

ミナー等開催数 

 
11 回 12 回 12 回 18 回 15 回  

決算額（千円） 3,437,835 3,918,128 4,047,712 4,328,793  

   

 

     経常費用（千円） 3,459,627 3,921,107 4,048,762 4,338,899  

   

 

     経常利益（千円） － － － －  

        行政サービス実

施コスト（千円） 

3,175,141 3,593,660 3,699,836 3,949,107  

   

 

     従事人員数 43 43 43 43  

                                                               注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

（１）被認定者

等のニーズの把

握に努め、制度

運営等に反映さ

せること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関係機関

と連携しつつ、

調査・情報収集

等、申請手続の

周知等、業務実

施の円滑化に向

けた取組を行う

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）保健所等に

おける受付業務

の円滑化のため、

担当者への適切

な情報提供等を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）被認定者等

に対するアンケ

ート調査を行い、

被認定者等の状

況、ニーズを的確

に把握し、救済制

度の適切な運営

等に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）保健所等へ

の情報提供 

各地域で保健所

等への説明会を

実施し、制度及び

手続等に関する

知識を深め、申請

手続の円滑化を

図る。 

 

 

 

 

 

（２）アンケート

調査 

救済制度の適切

な運営等の参考

とするため、被認

定者等に対する

アンケート調査

を行い、被認定者

等の状況、ニーズ

を的確に把握し、

制度周知広報及

び相談・受付業務

の改善等の参考

にする。 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

 

＜その他の指標＞ 

 申請等に係る医学

的資料等を作成した

実績医療機関  

 石綿関連疾患に係

る医師向けセミナー

等開催数 

 

＜評価の視点＞ 

・医師・医療機関に

対する制度周知が適

切に行われている

か。 

＜主要な業務実績＞ 

 

その他の指標として掲げた申請等に係る医

学的資料等を作成した実績医療機関は着実に

増加しており、基準値とした 1,452 病院に対

し、平成 29 年度の実績は 1,778 病院（22.5％

増）となった。 

 

（１）保健所等への情報提供 

・保健所等窓口担当者の救済制度に係る受付、

相談及び医学的事項に関する知識の向上を図

るため、北海道から九州までの全国７ブロッ

ク（参加数 250 名）で、また、県単独での開

催の要望があった４県（参加者 51 名）におい

て、説明会を開催した。 

・地方公共団体が主催する石綿関連の研修会

において、医師、保健師、看護師、地方公共

団体担当者を対象として、専門医及び機構職

員より救済制度に関する説明を行い、石綿関

連疾患、救済制度及び申請（請求）手続の周

知を図った。（４県５研修会：参加者 272 名） 

 

（２）アンケート調査 

・被認定者等の状況、ニーズを的確に把握し、

制度周知広報及び相談・受付業務の改善等に

反映するため、被認定者等に対するアンケー

ト調査を行った。 

・アンケート調査の結果から、①被認定者の

受診や医療費請求手続の円滑化を進める観点

からも、医療機関への制度等の周知を継続す

る必要があること（制度利用アンケート）、②

指定疾病の診断・治療に関する知見の普及・

向上を図ること、また、診断・治療に関する

知見や専門医・専門医療機関に関する情報の

提供を充実させることが求められていること

（制度利用アンケート）、③被認定者等におけ

る制度の認知経路から、医療関係者への周知

と一般広報の両面から周知を進める必要が認

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ａ 

 

評定理由： 

・申請（請求）の受付や申

請者等からの相談対応等に

携わる保健所担当者等を対

象とする全国７ブロックに

おける説明会の開催、地方

公共団体からの要望に応じ

た個別説明会の開催、地方

公共団体が主催する研修会

における講演（制度・手続

等の説明）、指定疾病の診

断･治療に携わり申請（請

求）に際して判定のための

診断書の作成や診断の根拠

となる医学的資料の提供元

となる医師・医療機関等へ

のパンフレット及び手引き

等の提供･配布、医師会主催

研修会における講演（制

度・手続等の説明）及び講

師（指定疾病等に関する解

説）の派遣等により、制度

や手続の周知に堅実に取り

組んだ。また、石綿健康被

害判定小委員会の委員の協

力を得、指定疾病に関連す

る医学会において、制度、

石綿関連疾患及び医学的判

定の考え方等を周知するた

めのセミナーを開催したほ

か、中皮腫の診断方法の一

つである細胞診について、

細胞検査士を対象とする実

習研修会を実施して細胞診

の普及と診断精度の向上に

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 

申請の窓口となる保健所等の担当者に

対して、石綿による健康被害に係る必要な

知識等の向上を図るため、保健所説明会を

実施するとともに、地方公共団体主催研修

会において、医療関係者や地方公共団体担

当者を対象に、石綿関連疾患や石綿救済制

度に係る講演を行うなど、積極的な情報提

供を行った。また、医師・医療機関等に対

して、申請手続き等に係る手引きやパンフ

レット等の提供のほか、医療専門誌やウェ

ブサイト等により申請手続き等の周知を

実施するとともに、地域の開業医等へも制

度等の周知を図るため、地域の医師会と連

携し、医師向け研修会を実施した。 

さらに、学会セミナー及び中皮腫細胞診

断実習研修会の開催により、医師及び細胞

検査技師等に対し石綿関連疾患に関する

知識及び診断技術の向上を図るとともに、

肺がんの医学的判定に係る石綿小体計測

について、検査技師等の計測精度の均てん

化を図るための精度管理事業を実施する

など、医療従事者に対し医学的判定で得ら

れた知見の還元等を図ることができた。 

 中央環境審議会石綿健康被害救済小委

員会において取りまとめられた報告書「石

綿健康被害救済制度の施行状況及び今後

の方向性について」を踏まえ、医療関連団

体等の協力を得ながら、「石綿による肺が

ん」について医療現場への重点周知を図る

とともに、環境省・厚生労働省とも連携し、

幅広い医療従事者等に対し石綿救済制度

及び労災保険制度に係る周知を行い、制度

の円滑化に努めた。 

 以上により、制度運営の円滑化に向けた

取組を着実に実施し、中期計画の所期の目
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（３）救済給付

の支給等に係る

適切な申請及び

請求に資するよ

う、調査・情報

収集により得ら

れた指定疾病に

係る知見を医療

機関等へ積極的

に還元するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）認定等に係

る事務処理を円

滑に実施するた

め、医療機関等に

対して、申請手続

等の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）医療機関等

への申請手続等

の周知 

申請等に係る手

引を送付するな

ど、医療機関等に

対して、申請手続

等の周知を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

められること（被認定者（療養者）アンケー

ト、未申請死亡者遺族アンケート、施行前死

亡者遺族アンケート）、医療現場における申請

の勧奨等に結びつける上で、看護師等への周

知に更に取り組む余地があること（学会セミ

ナーアンケート）等が示唆された。周知広報

等に反映する。 

 

（３）医療機関等への申請手続等の周知 

①救済小委員会で取りまとめられた「石綿健

康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性

について」を踏まえた取組 

・医療現場への制度周知に向けた医療関係団

体等との協力 

医療機関等が加入する四病院団体協議会所

属の３団体に協力を依頼し、一般社団法人日

本病院会（会員約 2,500 病院）においては、

同会のホームページ及び会員メールを活用し

て、石綿による肺がんにも触れながら救済制

度の周知を行った。 

都道府県がん診療連携拠点病院（434 か所）

連絡協議会情報提供･相談支援部会及び東京

都がん診療連携協議会（38 組織）担当者連絡

会に講師として参加し、直接、救済制度につ

いて説明を行った。 

医療ソーシャルワーカーが加入する日本医

療社会福祉協会（会員約 5,700 人）に協力を

依頼し、同協会の協会ニュースに救済制度の

パンフレットを同封し送付した。 

日本肺癌学会及び日本癌学会のホームペー

ジにバナー広告を、また、日本呼吸器学会及

び日本呼吸器外科学会のホームページにお知

らせを掲載し、石綿関連疾患や制度の概要等

を紹介した。看護師が加入する日本看護協会

（会員約 80 万人）にも協力依頼を行った。 

・「石綿による肺がん」の重点的な周知 

石綿による肺がんについて重点的に医療現

場への周知を図るため、新たに石綿による肺

がん周知のチラシを作成し、医療機関等に配

布するとともに、医師向けセミナーにおいて

も石綿による肺がんをテーマに取り上げて説

明を行った。 

努めるとともに、石綿によ

る肺がんの医学的判定の基

準の一つである石綿小体の

計測について、一定の計測

技能を有する機関の検査技

師等の協力を得て石綿小体

計測精度の確保・向上等に

継続して取り組む等、指定

疾病の診断や医学的判定に

関わる検査、計測の標準化

に注力した。 

これら、従来からの取組

を継続したことに加え、平

成 28年 12月に救済小委員

会で取りまとめられた「石

綿健康被害救済制度の施行

状況及び今後の方向性につ

いて」を踏まえ、都道府県

がん診療連携拠点病院連絡

協議会、一般社団法人日本

病院会、公益社団法人日本

医療社会福祉協会等の協力

を得、また、環境省及び厚

生労働省との連携により、

医師・医療機関、医療ソー

シャルワーカー等への制度

や申請（請求）手続に関す

る情報発信等に、次のとお

り取り組んだ。 

①都道府県がん診療拠点病

院への情報発信 

都道府県がん診療連携拠点

病院（434 か所）連絡協議

会の協力を得て、同協議会

情報提供・相談支援部会に

おいて、機構より救済制度

の概要を説明するととも

に、石綿と健康被害、石綿

による肺がんに係るパンフ

レット等を提供した。また、

国立がん研究センターがん

情報サービス医療関係者向

標を十分に達成しているものの、取組の成

果が目標を上回る制度運営の円滑化に寄

与したものとは認められないため、Ｂ評定

とする。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

今後も、看護師や医療ソーシャルワーカ

ーも含め医療従事者・医療機関等に対する

制度や申請手続き等の周知を推進する必

要がある。また、効果的な制度周知のため、

対象団体や手段等を引き続き検討してい

く必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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（４）制度の透

明性を確保する

ため、認定や給

付の状況など、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）環境省や他

の関係機関とも

連携し、中長期的

視点も踏まえた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）調査・情報

収集の実施 

環境省等とも連

携して、中長期的

医療従事者専用ウェブサイト「m3.com」（医

師、看護師等の会員数約 70 万人）において、

制度や石綿による肺がんに関する記事の掲載

及び機構の特設ウェブサイトにリンクさせた

バナー等を配置し、呼吸器内科医師に対して

効果的に周知を行った。（2/13～3/30 10,000

件配信） 

・関係機関との連携による医療機関への広報 

環境省、厚生労働省と連携し、救済制度の

他、労災保険制度の内容を含むリーフレット

と石綿による肺がん周知のチラシ（1,159,980

部）を医療機関（38,666 か所）に配布した。

（12 月） 

・申請負担軽減対策 

申請に係る負担軽減のため、申請者が作成す

る申請（請求）書類の様式について電子化を

図り、機構ホームページに公開した。 

② 申請等に係る手引等の送付 

申請等に係る医学的資料の作成実績がある

医療機関及び地域がん診療連携拠点病院等

1,713 か所のほか、保健所 524 か所、地方公

共団体 144 か所、環境省地方環境事務所 11 か

所の計 2,392 か所に対して医師、医療機関向

け手引や各種パンフレットを送付した。 

③ 医師会主催研修会 

地域の開業医等に関して石綿関連疾患及び

救済制度等の周知を行うため、鹿児島県医師

会及び群馬県医師会との連携により医師を対

象とした研修会を当該地域で実施し、専門医

の講演と機構職員による制度説明を行った。 

④ 医療専門誌 

「ＭＭＪ毎日メディカルジャーナル」にお

いて、制度に関する広告掲載をし、「日本医師

会雑誌」に石綿の健康リスクについて専門医

による記事を寄稿した。 

 

 

 

（４）調査・情報収集の実施 

・石綿ばく露の実態を把握することを目的と

してデータの集計等を行った。集計が完了し

た過年度分については、「被認定者に関するば

けサイトに掲載された上記

部会の開催録に、機構ホー

ムページのパンフレットへ

のリンク設定をした。 

②一般社団法人日本病院会

会員病院への情報発信 

一般社団法人日本病院会

（会員約 2,500 病院）の協

力を得て、石綿による肺が

ん周知のチラシを同会ホー

ムページに掲載するととも

に、機構ホームページの各

種パンフレット等にリンク

設定をした。また、会員病

院へ、石綿による肺がん周

知チラシをメールで配信し

た。 

③医療ソーシャルワーカー

への情報発信 

公益社団法人日本医療社会

福祉協会（会員約 5,700 人）

の協力を得て、会員向け協

会ニュース発送に際し、救

済制度の紹介リーフレット

を同封した。（計 5800 部） 

④関係医学会、専門医等へ

の情報発信 

日本肺癌学会及び日本癌学

会の協力を得て、両学会の

ホームページに、バナー広

告（石綿、石綿関連疾患及

び石綿健康被害救済制度の

概説ページにリンク）を掲

載した。 

また、一般社団法人日本呼

吸器学会及び特定非営利活

動法人日本呼吸器外科学会

の協力を得て、両学会のホ

ームページに、救済制度を

紹介するお知らせ（機構ホ

ームページの制度概説ペー

ジ、石綿による肺がんリー

- 76 -



救済制度の運営

状況の公開を図

ること。 

 

業務実施の円滑

化に役立つ調査

や情報収集を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）救済給付の

支給等に係る適

切な申請及び請

求に資するよう、

調査・情報収集に

より得られた指

定疾病に係る知

見を医療機関等

へ積極的に還元

するほか、セミナ

ー等により診断

技術の向上のた

めの場を提供す

る。 

 

 

 

（６）認定や給付

の状況など、救済

制度の運営につ

いて随時及び年

次で情報を公開

する。 

 

視点を踏まえ、被

認定者の石綿ば

く露に関する調

査等を行う。 

また、中央環境審

議会の「石綿健康

被害救済制度の

施行状況及び今

後の方向性につ

いて」の指摘事項

における調査に

ついては、環境省

と協力して対応

する。 

 

（５）医療機関等

への知見の還元

等 

診断技術の向上

を図るため、中皮

腫等に係る専門

技術研修会を実

施するほか、石綿

関連疾患に関す

る学会等でセミ

ナーを開催する。

特に、石綿による

肺がんについて

重点的に周知を

行う。 

 

 

（６）救済制度に

関する情報の公

開 

救済制度の認

定・給付の状況等

について随時及

び年次でホーム

ページ等により

情報を公開する。 

く露状況調査報告書」を作成し、ホームペー

ジ等で公表した。 

・中皮腫の治療内容等の情報を活用し、医療

機関等に対し情報提供することを目的に、デ

ータの整理、集計等を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）医療機関等への知見の還元等 

・中皮腫の診断に係る細胞診断について、細

胞検査士等の診断技術の向上を図るため、３

地区で中皮腫細胞診実習研修会を実施した。

（７月：関西、９月：九州、２月：関東） 

・石綿による肺がんの医学的判定に係る石綿

小体計測について、検査技師等の測定精度の

確保・向上等を図るため、石綿小体計測精度

管理事業を実施した。 

・医師等を対象に、石綿関連疾患及び制度の

周知のため、医師向けセミナー等を 15 回実施

した（参加数 1,499 名）。 

・新たな取組として、海外における石綿関連

疾患に関する知見を得るため、海外専門家を

招聘し、中央環境審議会石綿健康被害判定小

委員会の医師、環境省及び厚生労働省等の関

係者を対象に講演会を２回実施した。 

 

（６）救済制度に関する情報の公開 

申請・認定状況等を始めとする最新情報をホ

ームページ上で公表した。一部は報道発表を

行った。 

 

 

 

フレットへリンク）を掲載

した。 

⑤労災保険指定医療機関へ

の制度周知 

環境省、厚生労働省との連

携により、石綿による健康

被害に係る救済制度及び労

災保険制度を紹介したリー

フ レ ッ ト を 医 療 機 関

（38,666 か所）に配布し

た。（計 1,159,980 部） 

以上のとおり、従来から

の取組を堅実に継続したこ

とに加え平成 29 年度から

開始した更なる周知の取組

の積み重ねを通じ、その他

の指標として掲げた申請等

に係る医学的資料等を作成

した実績医療機関は着実に

増加し、基準値とした

1,452 病院に対し、平成 29

年度の実績は 1,778 病院

（22.5％増）となっており、

迅速かつ適正な認定･支給

等に反映されていると考え

られる。 

 

＜課題と対応＞ 

医師･医療機関のほか看

護師や医療ソーシャルワー

カーも対象とし、引き続き

制度や申請手続の周知に取

り組む。 
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４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６－４ 救済制度の広報・相談の実施 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18 年法律第 4 号）第 79 条

の 2 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10 条第 1 項第 7 号 

当該項目の重要度、難易

度 

重要度：「高」石綿健康被害に関する国民からの相談等に適切に対

応し、石綿健康被害者を申請に結びつけるよう制度周知を継続的に

実施していく必要があるため。 

難易度：「高」石綿による特殊性にかんがみ、今後も中皮腫を発症

する患者が見込まれることから国民全体に制度を幅広く周知して

いくために適切な広報媒体を選択していく必要があるため。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

 ７－３．石綿健康被害救済対策 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0267 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 

（参考） 

達 成 目

標 

基準値（参

考） 

（前中期目標期

間 最 終 年 度 値

等）25 年度 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３ ０ 年

度 

 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 
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広報の手法  ・新聞 14 紙 

・車内広告 17

路線 

・石綿関連業界

専門誌２誌 

・新聞 28 紙 

・車内広告 17

路線 

・関西主要４

駅における大

型広告 

・石綿関連業

界専門誌 38 

誌 

・新聞６紙 

・従来の媒体に

よる広報に加

え、全国テレビ

CM（地上波 62

局・ＢＳ５局）

を実施 

・全国地上波

45 局パブリシ

ティ 

・交通広告 20

路線 

・全国ネットラ

ジオ 34 局 

・特設サイト 

・ウェブリステ

ィング広告 

・地方ローカル

テレビ８局 

・石綿関連業界

専門誌６誌 

・院内ビジョン

719 病院 

・故藤本義一氏

によるポスタ

ー等を作成し

1,618か所の医

療機関及び529

か所の保健所

等に配布 

・新聞４紙 

・全国テレビ CM

（地上波 49

局・ＢＳ５局）

を実施 

・全国地上波 42

局パブリシテ

ィ 

・交通広告２路

線 

・ラジオ１局 

・特設ウェブサ

イト 

・ウェブリステ

ィング広告 

・地方ローカル

テレビ１局 

・院内ビジョン

225 か所 

・故藤本義一氏

によるポスタ

ー等を1,654か

所の医療機関

及び682か所の

保健所等に配

布 

・新聞９紙 

・全国テレビ

CM（地上波 37

局、BS1 局） 

・全国地上波

24 局パブリシ

ティ 

・ラジオ１局 

・特設サイト 

・故藤本義一氏

によるポスタ

ー等を 1,713

か所の医療機

関及び 679 か

所の保健所等

に配布 

 予算額（千円） 4,865,773 4,993,158 4,960,848 4,487,919  

無料電話相

談件数（石綿

救済相談ﾀﾞｲ

ﾔﾙ） 

 4,832 件  ※1） 4,832 件 5,884 件 5,648 件 6,214 件  決算額（千円） 3,437,835 3,918,128 4,047,712 4,328,793  

        経常費用（千

円） 

3,459,627 3,921,107 4,048,762 4,338,899  

        経常利益（千

円） 

－ － － －  

        行政サービス

実施コスト（千

円） 

3,175,141 3,593,660 3,699,836 3,949,107  

        従事人員数 43 43 43 43  

※1）今中期目標期間初年度件数                                                     注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

（１）救済制

度について国

民の認知度を

高めるため、

具体的な広報

計 画 を 策 定

し、積極的に

救済制度を国

民に周知する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）制度利

用者の満足度

を 高 め る た

め、相談や申

請等に係る利

便性の向上に

向けた取組を

行うこと。 

 

 

 

（１）年度計画を

定めて、多様な媒

体等を活用し、国

民に制度を周知す

るための確実かつ

広範な広報を実施

するとともに、地

方公共団体等との

連携を図りつつ、

地域性等にも配慮

したきめ細かで効

果的な広報を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）救済制度に

関する相談・質問

等に対応するた

め、無料電話相談

や相談窓口を通じ

て救済制度及び申

請手続の説明を行

う。 

 

 

 

（１）制度に関

する広報等 

前年度に実施し

た広報事業の成

果のほか、中央

環境審議会の

「石綿健康被害

救済制度の施行

状況及び今後の

方向性につい

て」の趣旨を踏

まえ、広報計画

を定め、広範な

情報発信をする

とともに、地域

性等も配慮し、

地方公共団体と

も連携して制度

の周知を図る。 

 

（２）制度等に

関する相談等 

申請者等からの

救済制度に関す

る相談・質問等

に対応するた

め、無料電話相

談や相談窓口を

通じて、救済制

度及び申請手続

について分かり

やすく説明を行

う。 

＜主な定量的指標＞ 

・無料電話相談件数

（石綿救済相談ダイ

ヤル） 

 

＜その他の指標＞ 

 

＜評価の視点＞ 

・適切な広報媒体を選

択し、制度周知が行わ

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 

 

（１）制度に関する広報等 

これまでの広報実績から広報効果の高かっ

たテレビと新聞を中心に予算を重点的に配分

し、中皮腫で亡くなった藤本義一氏のＣＭ等

による広報を行った。 

・全国紙（読売、朝日、日経）、ブロック紙（北

海道、東京、北陸中日、中日、西日本）及び

地方紙（神戸）９紙 

・全国テレビ CM（地上波 37 局、BS１局） 

・全国地上波 24 局パブリシティ（番組内にお

いて制度紹介） 

・ラジオ１局 

・特設ウェブサイト 

 

 

 

 

 

 

 

（２）制度等に関する相談等 

一般の方からの健康不安や申請手続等の相

談・質問について、無料電話相談等を通じ広

範かつ丁寧に対応した。 

・無料電話相談件数 6,214 件（基準値 4,832

件に対し 28.6％の増） 

・地方自治体との共催による一般住民向け説

明･相談会（３回 堺市、横浜市、奈良県）、 

・医師会等の後援による、一般住民向け説明･

相談会を実施（１回 沖縄県）。 

 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ａ 

 

評定理由： 

 以下のように、テレビＣ

Ｍや新聞を中心に救済制

度の広報活動を推進し、国

民全体に幅広く制度を周

知することに取り組んだ

ことを通じ、無料電話相談

件数（石綿救済相談ダイヤ

ル）は、基準値とした平成

26 年度の 4,832 件に対し、

28.6％増の6,214件の実績

が得られた。申請（請求）

件数の増（26 年度 920 件に

対し平成 29 年度は 29.2％

増の 1,189 件、また、平成

28 年度 1,081 件に対して

は 10％の増）にも反映され

たものと考えられる。これ

らのことから、自己評定を

Ａとした。 

 

・直近２年間で実施した各

種広報媒体を活用した広

報における無料電話相談

の導入経路について調

査・分析し、最も効果が高

かったテレビＣＭと新聞

を中心に予算を重点的に

配分することとし、テレビ

ＣＭ（全国地上波 37 局・

BS 放送 1 局）、テレビ番組

パブリシティ（全国地上波

24 局）及び新聞（全国紙 3

紙ほか）を使って、平成 24

年に中皮腫で亡くなった

作家の故藤本義一氏を起

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

石綿健康被害救済法によって救済され

るべき方が、適切に申請等を行い、迅速に

救済されるためには、国民全体に幅広く制

度を継続して周知していくことが重要で

ある。 

平成 29 年度では、過去２年間で最も広

報効果の高かったテレビＣＭと新聞広告

に重点を置くことで、効率的に制度の認知

度を高める広報を実施した。また、無料電

話相談（石綿救済相談ダイヤル）により制

度等の相談対応を広く実施しており、広報

活動による幅広い制度周知の結果、件数は

中期目標期間の期初（平成 26 年度）と比

べ大幅に増加（4,832 件→6,214 件：1.29

倍）し、前年度件数（5,648 件）と比べて

も増加（1.1 倍）している。申請件数おい

ても中期目標期間の期初（平成 26 年度）

と比べ大幅に増加（920 件→1,189 件：1.29

倍）し、前年度件数（1,081 件）と比べて

も増加（1.1 倍）しており、適切な媒体を

活用した効果的な広報の取組が引き続き

実施されたと考えられる。 

以上を踏まえ、中期計画の所期の目標水

準を上回る成果が得られていると認めら

れるため、Ａ評定とする。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

一時的な効果に限定されるマスメディ

アを用いた広報に留まらず、継続的に救済

制度の広報活動を推進し、周知徹底を図る

必要がある。また、相談件数の増加が申請

件数の増加に反映されているか注視する

必要がある。 
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用して、全国規模の広報を

行った。 

・また、国民全体に制度を

幅広く周知していくため、

広報対象地域を人口が多

い首都圏、関西圏に重点を

おきつつ、地方にも十分配

慮しながら広報を行った

結果、無料電話相談の実績

は 6,214 件となった。これ

は、平成 28 年度の実績

5,648 件に比し 10.0％の

増、基準値である中期目標

期間の期初（平成 26 年度）

の実績 4,832 件に比し

28.6％の増となっている。 

・申請（請求）件数では、

平成 28 年度の 1,081 実績

と比べ、1,189 件（10.0％

増）、中期目標期間の期初

（平成 26 年度）の実績 920

件と比べ、1,189 件（29.2％

増）と増加しており、相談

件数の増加が、申請（請求）

件数の増加に反映された

ものと考えている。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き救済制度の周知

を推進し、救済制度の認知

度を向上させる。 

・３か年に実施した広報の

結果を踏まえ、効果の高い

制度周知に取り組む。 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６－５ 安全かつ効率的な業務の実施 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律（平成 18年法律第 4号）第 4条、

第 5 条、第 7 条、第 9 条、第 10 条、第 16 条、第 18 条、第 19 条、第 20

条、第 22条、第 23条及び第 24条 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10条第 1項第 7号 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

 ７－３．石綿健康被害救済対策 

平成 30年度行政事業レビューシート 事業番号 0267 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等（参

考） 

達成目標 基準値（参考） 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度  ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

個人情報保護・

情報セキュリテ

ィ研修の受講者

率 

 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

 予算額（千円） 4,865,773 4,993,158 4,960,848 4,487,919  

        決算額（千円） 3,437,835 3,918,128 4,047,712 4,328,793  

        経常費用（千円） 3,459,627 3,921,107 4,048,762 4,338,899  

        経常利益（千円） － － － －  

        行政サービス実

施コスト（千円） 

3,175,141 3,593,660 3,699,836 3,949,107  

        従事人員数 43 43 43 43  

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 認定・支給に係

るシステムを活

用し、個人情報

を適切に管理し

つつ、業務を効

率的に実施する

こと。 

（１）認定申請・

給付請求から給

付に至るまでの

業務を管理する

システムを活用

し、セキュリティ

を確保しつつ業

務を効率的に実

施するとともに、

認定・給付の状況

についてのデー

タをもとに業務

を適切に管理す

る。 

 

 

 

（２）申請者、請

求者等の個人情

報の保護を図る

ため、申請書類等

の管理を厳格に

行う。 

（１）認定・給

付システムの運

用等 

認定・給付業務

を効率的に実施

するため、情報

セキュリティを

確保しつつ認

定・給付システ

ムを確実に運用

する。また、認

定・給付の進捗

状況等を随時把

握することで業

務を適切に管理

する。 

 

（２）個人情報

の保護等 

職員に個人情報

保護及び情報セ

キュリティに関

する研修を実施

し、申請書類等

の管理を厳格に

行う。 

また、改正独立

行政法人個人情

報保護法の施行

に合わせて、申

請者等の個人情

報を適切に管理

する。 

＜主な定量的指標＞ 

 

＜その他の指標＞ 

個人情報保護・情報セ

キュリティ研修の受

講者率 

＜評価の視点＞ 

・情報セキュリティへ

の対応が適切に行わ

れているか。 

＜主要な業務実績＞ 

（１）認定・給付システムの運用等 

情報セキュリティを確保しつつ、システム

担当者による定例会を毎月開催し情報共有を

図るなど、認定・給付システムの安定的な運

用を行った。また、システムを活用して、毎

月審査中案件の進捗管理を行うなど、業務を

効率的に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）個人情報の保護等 

・石綿救済業務に係る個人情報の保護に万全

を期すため、石綿情報セキュリティ委員会に

おいて決定した下記の取組の進捗状況につい

て、同委員会に報告を行うとともに、引き続

き継続して取り組むことについて了承を得

た。 

①過去の個人情報の漏えい事案に関する情報

の集約化と共有 

②ヒヤリハット事例の集約化 

③システム活用によるリスク低減に向けた検

討 

③不要な個人情報の削除 

・個人情報保護及び情報セキュリティの徹底

を図るため、石綿健康被害救済部の全職員（派

遣職員等を含む）を対象に研修を実施した。 

・セキュリティ対策の最新情報を得るため、

情報システムセキュリティ担当者等の職員を

「住民基本台帳ネットワークセキュリティ研

修」に参加させた。 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

・認定・給付システムにつ

いて、引き続き安定的に運

用を行っている。 

・個人情報保護及び情報セ

キュリティへの対応を適切

に行うため、石綿情報セキ

ュリティ委員会において策

定した対策を順次実施し、

また石綿救済業務に携わる

全ての職員（派遣職員等を

含む）に対して研修を実施

することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、認定・給付シ

ステムの安定的運用を図る

とともに、個人情報の保護

及び情報セキュリティの強

化を図る。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

認定・給付システムの運用にあたり、シ

ステム担当者間における情報共有やイン

ターネットからの遮断など、引き続きシス

テムの安定的運用及び情報セキュリティ

の確保が図られているほか、システムを活

用した審査中案件の進捗管理の実施など、

業務の効率化を図っている。 

また、救済業務に携わる全職員に対する

個人情報保護及び情報セキュリティに係

る研修の実施のほか、石綿情報セキュリテ

ィ委員会決定の下、外部専門家を加えての

漏洩リスク低減に向けた検討調査の実施

など、個人情報保護及び情報セキュリティ

の確保のための対応が適切に図られてい

る。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の

目標を達成していると認められるため、Ｂ

評定とする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

引き続き、認定・給付システムの安定的

運用を図るとともに、個人情報の保護及び

情報セキュリティの確保のための対応を

図っていく必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６－６ 救済制度の見直しへの対応 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律（平成 23年

法律第 104号）附則第 3条 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10条第 1項第 7条 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

７．環境保健対策の推進 

 ７－３．石綿健康被害救済対策 

平成 30年度行政事業レビューシート 事業番号 0267 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等（参

考） 

達成目標 基準値（参考） 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

26年度 27年度 

 

28年度 29年度 30年度  26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

環境省との意見

交換会の実施の

有無 

 

有 有 有 有 有  予算額（千円） 
4,865,773 4,993,158 4,960,848 4,487,919 

 

        決算額（千円） 3,437,835 3,918,128 4,047,712 4,328,793  

        経常費用（千円） 3,459,627 3,921,107 4,048,762 4,338,899  

        経常利益（千円） － － － －  

        行政サービス実

施コスト（千円） 

3,175,141 3,593,660 3,699,836 3,949,107  

        従事人員数 43 43 43 43  

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 法律の規定に基

づく見直しの結

果を踏まえ、そ

の実施に必要な

対応を行うこ

と。 

法律に規定され

ている政府によ

る制度の見直し

結果を受けて、そ

の適切な実施に

必要な対応を行

う。 

中央環境審議会

の「石綿健康被害

救済制度の施行

状況及び今後の

方向性について」

の指摘事項に対

して、環境省他関

係機関とも連携

の上、必要な対応

を行う。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

＜その他の指標＞ 

環境省との意見交換

会の実施の有無 

 

＜評価の視点＞ 

・情報提供が適切に

行われているか。 

・見直しの結果を受

けて、適切な実施に

＜主要な業務実績＞ 

救済小委員会の指摘事項に対して、関係機関

とも連携を図りながら以下の取組を行った。 

（１）石綿健康被害救済制度の被認定者実態

調査業務の実施 

・報告書において、「介護等の実態の詳細につ

いては必ずしも把握できていないとの指摘が

あり、被認定者の介護等について実態調査を

行うべきである。」と提言されたことを受け

て、被認定者の介護等の実態について把握す

る業務を環境省から委託を受け実施した。 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

以下のとおり、年度計画に

基づく取組を着実かつ適正

に実施したため、自己評価

をＢとした。 

●平成 28 年 12 月に救済

小委員会が取りまとめた

「石綿健康被害救済制度の

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

環境省と制度運用を含めた意見交換を

定期的に実施し、情報収集に努めているほ

か、中央環境審議会石綿健康被害救済小委

員会において取りまとめられた報告書を

踏まえ、石綿救済制度の被認定者の介護等

の実態に係る調査を実施するとともに、呼

吸器関連の学会や医療ソーシャルワーカ

ーを始めとする医療関係団体及びがん診

療連携拠点病院等との連携を図り、医療現
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向けた検討が行われ

ているか。 

 

（２）医療現場への制度周知に向けた医療関

係団体等との協力【再掲】 

ア． 医療機関等が加入する四病院団体協議会

所属の３団体（下記（ア）～（ウ）、加盟約 5,200

病院）に協力を依頼し、一般社団法人日本病

院会においては、同会のホームページ及び会

員メールを活用して、石綿による肺がんにも

触れながら救済制度の周知を行った。 

イ． 都道府県がん診療連携拠点病院（434か

所）連絡協議会及び東京都がん診療連携協議

会（38組織）の相談・情報部会担当者連絡会

に講師として参加し、直接、救済制度につい

て説明を行った。 

ウ． 医療ソーシャルワーカーが加入する日本

医療社会福祉協会（会員 5,700 人）に協力を

依頼し、同協会の協会ニュースに救済制度の

パンフレットを同封し送付した。 

エ． 日本肺癌学会及び日本癌学会のホームペ

ージにバナー広告を掲載した。また、国立が

ん研究センターに協力を依頼し、「中皮腫の公

的補助制度」として救済制度の案内を行った

他、看護師が加入する日本看護協会（会員約

80万人）にも協力依頼を行った。 

   

 

（３）「石綿による肺がん」の重点的な周知【再

掲】 

ア． 救済小委員会の提言を踏まえ、石綿によ

る肺がんについて重点的に医療現場への周知

を図るため、新たに石綿による肺がん周知の

チラシを作成し、医療機関等に配布するとと

もに、医師向けセミナーにおいても石綿によ

る肺がんをテーマに取り上げて説明を行っ

た。 

イ． 医療従事者専用ウェブサイト「m3.com」

（医師、看護師等の会員数約 70万人）におい

て、制度や石綿による肺がんに関する記事の

掲載及び機構の特設ウェブサイトにリンクさ

せたバナー等を配置し、呼吸器内科医師に対

して効果的に周知を行った。（2/13～3/30 

10,000件配信） 

施行状況及び今後の方向性

について」の指摘事項に対

して、環境省並びに呼吸器

に関連する学会、看護師や

医療ソーシャルワーカーの

団体を始めとする医療関係

団体及びがん診療連携拠点

病院等他とも連携を図りな

がら次の取組を行った。 

・石綿健康被害救済制度の

被認定者実態調査業務

の実施 

・医療現場への制度周知に

向けた医療関係団体等

との協力 

・「石綿による肺がん」の

重点的な周知 

・関係機関との連携による

医療機関への広報 

・申請負担軽減対策 

 

＜課題と対応＞ 

政府による改正法施行５年

の救済制度の見直しについ

て、救済小委員会の「石綿

健康被害救済制度の施行状

況及び今後の方向性につい

て」の指摘事項を踏まえ、

環境省他、関係機関とも連

携のうえ、必要な対応を行

う。 

場等への制度周知及び「石綿による肺が

ん」の重点周知を確実に実施した。また、

申請書類様式の電子化により申請負担軽

減措置を実施するなど、制度の適切な実施

のため、必要な対応が図られている。 

以上を踏まえ、中期計画の所期の目標を

達成していると認められるため、Ｂ評定と

する。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

今後も引き続き制度運用に係る統計調

査等を着実に実施し、環境省との意見交換

を行っていくとともに、中央環境審議会に

おける報告書を踏まえ、関係機関とも連携

をとった上で適切な対応を図っていく必

要がある。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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（４）関係機関との連携による医療機関への

広報【再掲】 

環境省、厚生労働省と連携し、救済制度の他、

労災保険制度の内容を含むリーフレットと石

綿による肺がん周知のチラシ（1,159,980 部）

を医療機関（38,666か所）に配布した。 

 

（５）申請負担軽減対策【再掲】 

申請に係る負担軽減のため、申請者が作成す

る申請（請求）書類の様式について電子化を

図り、機構ホームページに公開した。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－７－１ 環境の保全に関する研究及び技術開発等の実施 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10 条第 1 項第 8 号～10 号 

当該項目の重要度、難易

度 

（２）【難易度：高】直近５年間の事後評価において、上位２段

階の評価を獲得した課題数の割合は平均 50.3%に留まってお

り、目標達成は容易でないことから、難易度は高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

９．環境政策の基盤整備 

 ９－３．環境問題に関する調査・研究・技術開発 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２ ６

年度 

２７

年度 

２ ８ 年

度 

２９年度 ３０年

度 

 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

新規課題公

募における

申請件数 

事後評価に

おける上位

2 段階の割

合 

業務移管前の直近３年

間と同水準以上の申請

件数を確保 

 

Ｈ25：270 件 

Ｈ26：223 件 

Ｈ27：251 件 

（平均：248 件） 

－ － 251 件 308 件 

※基準値と

比較対象の

申請数（戦

略プロジェ

クト 44 件

は除く） 

 予算額（千円） － － 164,603 5,162,052  

事後評価において、上位

2 段階の評価を獲得した

課題数の割合が業務移

管前の直近5年間の実績

の平均値を上回り、さら

に、60％以上を目指す。 

50.3％ － － － 60.3％ 

(参考) 

※平成 28

年度研究管

理業務は環

境省で実施 

 決算額（千円） － － 150,465 5,074,859  

        経常費用（千円） － － 105,747 5,060,318  

       経常利益（千円） － － － 11,539  

        行政サービス実

施コスト（千円） 

－ － 115,818 5,071,754  

        従事人員数 － － 4 10  

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

（１）行政ニー

ズに立脚した戦

略的な研究及び

技術開発等の推

進 

推進戦略に基づ

き、統合的かつ

長期的な計画の

もと、先導的な

研究成果をあげ

ることを目的と

する「戦略的研

究開発領域分

野」のプロジェ

クト研究（以下

「戦略プ 

ロジェクト」と

いう。）及び環境

問題の解決に資

する「環境問題

対応型研究領域

等分野」の研究

及び技術開発等

（以下「個別研

究課題」とい

う。）について、

環境省の提示す

る行政ニーズに

基づき、他の研

究機関を活用し

て研究及び技術

開発等を推進す

る。 

研究及び技術開

発等の推進に当

たっては、環境

 

（１）行政ニー

ズに立脚した戦

略的な研究及び

技術開発等の推

進 

「環境研究・環

境技術開発の推

進戦略について

（平成 27 年８

月 20 日中央環

境審議会答申）」

（以下「推進戦

略」という。）に

基づき、統合的

かつ長期的な計

画のもと、先導

的な研究成果を

あげることを目

的とする「戦略

的研究開発領域

分野」のプロジ

ェクト研究（以

下「戦略プロジ

ェ ク ト 」 と い

う。）及び環境問

題の解決に資す

る「環境問題対

応型研究領域等

分野」の研究及

び 技 術 開 発 等

（以下「個別研

究 課 題 」 と い

う。）について、

環境省の提示す

る行政ニーズに

基づき、他の研

 

（１）行政ニーズ

に立脚した戦略

的な研究及び技

術開発等の推進 

平成 28 年 10 月

からの業務移管

に伴い、推進費の

業務を担当する

室を新たに設置

したところであ

るが、平成 29 年

４月からの本格

実施（それまでの

新規課題の採択

のみならず継続

課題も全て機構

が行う。）に伴い、

新規課題に加え

て継続課題の契

約事務、研究管理

等を行うための

体制の一層の強

化を図る。 

平成 29 年度は、

「戦略的研究開

発領域分野」のプ

ロジェクト研究

（以下「戦略プロ

ジ 

ェクト」という。）

及び環境問題の

解決に資する「環

境問題対応型研

究領域等分野」に

ついて、委託費又

は補助金により、

＜主な定量的指標＞ 

●新規課題公募にお

ける申請件数におい

て、業務移管前の直近

３年間と同水準以上

の申請件数を確保 

（平均：248 件） 

 

●事後評価において、

上位２段階の評価を

獲得した課題数の割

合が業務移管前の直

近５年間の実績の平

均値（50.3％）を上回

り、さらに、60％以上

を目指す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

 

＜評価の視点＞ 

●業務移管に伴う業

務の実施に必要な規

程や体制を整備し、業

務移管後における推

進費に係る業務運営

を円滑かつ効果的に

実施すること。 

●公募の実施に当た

って、広く研究者から

提案を募り、業務移管

前の直近３年間と同

水準以上の申請件数

を確保することで、研

究レベルを確保する

こと。 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）行政ニーズに立脚した戦略的な研究及

び技術開発等の推進 

 

①推進費に係る業務運営を円滑かつ効果的

に実施するための体制整備 

平成 29 年４月から新たに実施する契約事

務、研究の進捗管理業務等に対応するため、

組織を研究課題の公募、評価、研究管理等を

行う研究推進課と、委託研究契約、補助金交

付等を行う研究業務課の1部2課体制に見直

し、体制の一層の強化を図った。 

平成 29 年度は、「戦略プロジェクト」及び

「環境問題対応型研究領域等分野」の 145 課

題について、委託費又は補助金により、大学、

国立研究開発法人その他の研究機関を活用

して研究及び技術開発等を実施した。研究の

実施にあたっては、契約締結及び補助金の交

付手続きを大幅に早期化するとともに、契約

日にかかわらず年度当初から研究が開始で

きるよう措置した。 

 

平成30年度新規課題の公募を平成29年10

月２日～11 月６日までの期間において、府省

共通研究開発管理システム「e-Rad」を活用

し、５つの公募区分について実施した。今回

の公募では、若手枠に一定の予算枠を設ける

とともに、COP21 で採択された「パリ協定」

を踏まえて気候変動対策に関する研究課題

等を重点的に採択することを公募要領や公

募説明会において積極的に広報するなど重

点的に公募を行った。また、戦略研究開発プ

ロジェクトⅡ型も新設した。平成 29 年度に

引き続き、推進費が研究者にとってより使い

やすい制度となるよう、手続きの簡素化等に

係る見直しも行った。 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ａ 

 

評定理由： 

以下により、年度計画を

上回る取組を実施したた

め、上記のとおり、自己評

価をＡとした。 

 

●推進費に係る業務運営を

円滑かつ効果的に実施する

ための体制整備 

平成 29 年４月から新た

に実施する、研究の公募・

評価業務、進捗管理、新規

課題の契約業務等に対応す

るため、組織体制を強化し、

研究推進に係る研究者への

サポートの強化、採択審

査・評価の見直しなど、業

務移管前に比べて効果的、

効率的な方法に見直し、業

務を円滑に実施することが

できた。 

 

●平成 30 年度新規課題の

公募の実施及び申請結果 

①広報の積極的な展開に

よる認知度の向上、公募者

の新規開拓 

公募の広報の開始時期を

９月末から７月末に大幅に

早期化し、研究者の準備期

間を確保するとともに、広

報ツールや公募説明会を充

実させ、大学及び研究機関

等に広く周知し、公募する

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 ・平成 29 年 10 月の業務移管後、平成

29 年４月から新たに実施する、研究の進

捗管理、新規課題の契約業務等に対応する

ため、組織体制を強化し、業務を円滑に実

施した。 

 

・広報の開始時期の早期化、大学や研究機

関などの公募説明会、広報ツールの充実

化等に取り組みながら、研究者コミュニ

ティの WEB サイトや日本経済団体連合

会の業界紙にも掲載を依頼するなど広

く周知を図った。申請件数としては、352

件で中期計画に掲げる業務移管前の直

近３年間の水準（平均 248 件）を上回っ

た。 

 

・環境省が提示する行政ニーズに基づいた

研究課題を採択しながら、若手の研究課

題については一定の予算枠を設けて重

点的に採択する仕組みや「パリ協定」を

踏まえた気候変動対策に関する研究課

題、新設した戦略研究開発プロジェクト

Ⅱ型を採択するなど環境行政への貢献

が見込まれる研究課題を採択した。 

 

・中間評価において５段階で下位３段階以

下となるＢ評価以下の課題については、

ＰＯの助言、指導の下、今後の具体的な

対応方針の作成を求めるなど、中間評価

の結果をその後の研究に確実に反映さ

せる新たな措置を講じ、研究支援の充実

を図った。 

 

・一般向けに実施している研究成果発表会
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省の行政ニーズ

を提示して公募

を実施し、研究

のレベルを確保

する観点から、

業務移管前の直

近３年間と同水

準以上の申請件

数を確保するこ

とを目標とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究機関を活用し

て研究及び技術

開発等を実施す

る。 

研究及び技術開

発等の推進に当

たっては、機構

内に推進費に係

る業務を担当す

る新たな部署を

設置し、専門性

のある職員の登

用を行い、推進

費に係る業務の

運営を円滑かつ

効果的に実施す

るための体制を

整備する。 

研究及び技術開

発等の公募に当

たっては、環境

省の行政ニーズ

を提示し、公募

説明会の開催や

ウェブサイトへ

の掲載等により

積極的に本制度

の周知に努め、

広く研究者から

の提案を募る。

これらにより、

研究レベルを確

保 す る 観 点 か

ら、業務移管前

の直近３年間と

同水準以上の申

請件数を確保す

ることを目標と

する。 

（平成 28 年度

新規課題：262 

大学、国立研究開

発法人その他の

研究機関を活用

して研究及び技

術開発等を実施

する。 

平成 30 年度から

開始する「戦略プ

ロジェクト」、「環

境問題対応型研

究」、「革新型研究

開発」若手枠及び

「次世代循環型

社会形成推進基

盤整備事業」等の

研究及び技術開

発等について、大

学、国立研究開発

法人その他の研

究機関に対して

環境省の行政ニ

ーズを提示し、新

規課題の公募を

行う。 

公募の実施に当

たっては、公募説

明会の開催、広報

パンフレットの

製作、学会等の研

究者コミュニテ

ィサイトや大学

のウェブサイト

への掲載を働き

かけるなど本制

度の周知につい

て、機構の作業を

前倒しすること

により公募情報

の周知の早期化

に努め、広く研究

者からの提案を

公募の広報の実施にあたっては、広報の開

始時期を見直し、7 月末に公募の概要に係る

広報を開始し、行政ニーズが決定する 9月末

の２回に分けて実施した。 

広報ツールは、推進費パンフレットのリニ

ューアルに加え、公募のポスター及びチラシ

を新たに製作するとともに、研究者コミュニ

ティのWEBサイトや日本経済団体連合会の業

界紙にも掲載を依頼し、広く周知を図った。 

また、公募説明会を全国９箇所で実施する

とともに、日本経済団体連合会環境安全委員

会や大気環境学会等の研究者コミュニティ

でも紹介するなど、推進費の研究実績がある

研究者だけでなく、応募実績のない新規の研

究者まで幅広い層に周知を図った。 

 

これらにより、平成 30 年度新規課題の公

募を実施した結果、昨年度を大幅に上回る

352 件（戦略プロジェクト 44 件 + 環境問題

対応型研究領域等分野 308 件）の申請があ

り、計画に掲げる業務移管前の直近３年間の

水準（平均 248 件）を約 24％上回る大幅な増

加となった。 

特に、今年度、重点的採択枠を設けた革新

型研究開発（若手枠）（29 件→47 件）やパリ

協定を踏まえた課題を重点的に採択すると

して応募した低炭素領域の研究課題が大幅

に増加した。（Ｈ28：27 件、Ｈ29：37 件、Ｈ

30：54 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究者を新規開拓すること

ができた。 

 

②申請件数の大幅増加 

平成 30 年度新規課題公

募では、上記のような広報

の充実、推進費の使い勝手

の見直し等を行うととも

に、若手枠については一定

の予算枠を設けて重点的に

採択することを積極的に広

報した。これらの様々な取

組を業務移管後に新たに行

ったところ、結果として、

年度計画に掲げる業務移管

前の直近３年間の水準（環

境問題対応型研究領域等分

野の平均 248 件）を 24％上

回る大幅な増加を達成する

ことができた。 

 

③重点的な採択など効果

的な新規課題の採択 

平成 30 年度新規課題の

採択においては、予算が厳

しい中、戦略プロジェクト

Ⅱ型を立ち上げる一方、他

の研究課題の研究費上限額

を減額するとともに、若手

枠やパリ協定関連の課題を

重点採択する仕組みを設

け、限られた予算で必要と

する研究課題を採択するな

ど、効果的に新規課題を採

択することができた。 

 

本項目は、平成 29 年度か

ら移管する業務を円滑に行

うこと、及び申請件数を確

保して研究レベルを維持す

ることが求められる重要な

について、研究成果の情報発信を強化す

るとともに、推進費制度を幅広く研究者

に周知し、将来的な応募件数の増加にも

つながるよう、実施方法を見直し、日本

水環境学会年会の協力を得て、シンポジ

ウム形式の発表会を行うなど、研究成果

の普及と情報発信の強化を図った。 

 

以上を踏まえ、中期目標に沿って適正に

事業が実施されていると認められるため

Ｂ評価とする。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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（２）外部委員

の評価による透

明かつ公平で効

率的な制度の運

営 

環境省が設置す

る環境研究企画

委員会及び機構

が設置する環境

研究・環境行政

に係る外部有識

者により構成さ

れる委員会の意

見を踏まえて、

機構が研究部会

等の設置及び専

門的な知見に基

づいた公正な評

価を行うととも

件、平成 27 年度

新規課題：225 

件、平成 26 年度

新規課題：282 

件）（戦略的研究

開 発 領 域 を 除

く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外部委員

の評価による透

明かつ公平で効

率的な制度の運

営 

環境研究・環境

行政に係る専門

的な知見に基づ

き、公正な評価

を行うため、外

部有識者により

構成される環境

研究推進委員会

（以下「推進委

員会」という。）

及び戦略プロジ

ェクトのフィー

ジビリティスタ

ディ、戦略プロ

募る。これらによ

り、研究レベルを

確保する観点か

ら、業務移管前の

直近３年間と同

水準以上の申請

件数を確保する

ことを目標とす

る。 

また、競争的資金

の申請様式の共

通事項に係る様

式の統一化の検

討が進められて

おり、様式の統一

化が図られた場

合は、平成 30 年

度新規公募課題

から統一様式も

使用し、公募を実

施する。 

 

（２）外部委員の

評価による透明

かつ公平で効率

的な制度の運営 

平成 30 年度から

開始する新規課

題の採択に当た

っては、豊富な研

究経歴を有する

プログラム・オフ

ィサー（以下「Ｐ

Ｏ」という。）に

よるプレ審査を

経て、推進委員会

及び研究部会に

おいて、研究の必

要性、有効性、効

率性等について

より専門的な視

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）外部委員の評価による透明かつ公平で

効率的な制度の運営 

平成 30 年度新規課題公募の審査の実施に

当たっては、研究の必要性、有効性、効率性

等についてより専門的な視点から行う審査

に加え、昨年度導入した行政への貢献が期待

される課題についての加点方法の一部見直

しを行うとともに、今年度は、研究費の妥当

性の審査において、経費の内訳の積算が妥当

かどうかについて、精査した査定評価が行え

るよう見直しを行った。 

平成 30 年度新規課題公募として申請のあ

った 352 件について、豊富な研究経歴を有す

る８名のプログラム・オフィサー（以下「Ｐ

Ｏ」という。）において、資格、要件等をチ

ェックするプレ審査を実施し、プレ審査を通

過した352課題を対象に各研究領域の研究部

会等の委員による第一次審査（書面審査）を

実施した。 

業務であるが、新規課題の

公募では昨年度より広報を

充実させるとともに、研究

費の使用ルールの見直しな

ど制度の利便性を向上させ

たことで、直近では最も多

い申請件数を確保すること

ができた。これらを踏まえ

ればＡと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

平成 30 年度新規課題公

募では中期計画を大幅に上

回る多くの申請件数を確保

し、一定の研究レベルを確

保することができた。今後

は環境行政貢献型の競争的

資金として、より行政ニー

ズと合致する研究課題を確

保できるよう、推進費が求

める研究開発ニーズと申請

課題のマッチングを強化す

る取組を推進し、応募され

る研究の質の更なる向上を

図る。 
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に、行政ニーズ

が研究課題や計

画に的確に反映

されているかな

どについて確認

するため、環境

省の政策実務担

当者が機構の設

置する委員会、

研究部会等にお

ける研究課題の

審査・評価等に

参画する。審

査・評価結果に

ついては、環境

省が設置する環

境研究企画委員

会へ報告する。 

また、研究期間

が３年以上の課

題については、

中間評価を実施

し、その結果を

進捗管理や研究

計画に的確に反

映させる。 

事後評価におい

ては、上位２段

階の評価を獲得

した課題数の割

合が業務移管前

の直近５年間の

実績の平均値を

上回り、さらに

60％以上とな

ることを目指

す。 

【難易度：高】

直近５年間の事

後評価におい

て、上位２段階

ジェクト、推進

戦略で設定する 

個別研究課題の

領域の各研究部

会等を機構にお

いて設置する。 

機構は、環境省

が設置する環境

研 究 企 画 委 員

会、推進委員会

及び研究部会等

の意見を踏まえ

て、研究計画・

進捗の妥当性、

環境研究・環境

行政に係る有用

性等についてよ

り専門的な視点

から研究評価を

実施する。この

際機構において

は、環境省の政

策実務担当者に

推進委員会、研

究部会等におけ

る研究課題の審

査・評価等への

参画を得ること

により、行政ニ

ーズが研究課題

や研究計画に的

確に反映される

ようにする。 

また、審査・評

価結果を環境省

が設置する環境

研究企画委員会

へ報告すること

等により、環境

省における推進

費の基本方針の

点から事前評価

を実施する。この

際、環境省の政策

実務担当者に推

進委員会、研究部

会における研究

課題の審査・評価

等への参画を得

ることにより、行

政ニーズが研究

課題や研究計画

に的確に反映さ

れるようにする。 

また、審査・評価

結果を環境省が

設置する環境研

究企画委員会へ

報告すること等

により、環境省に

おける推進費の

基本方針の検討

や策定に協力す

る。 

研究期間が３年

以上の課題につ

いては、中間評価

を実施し、その結

果を次年度の予

算額に反映させ

るとともに、５段

階評価で下位３

段階の課題に対

しては研究者へ

の助言等の支援

を行う。 

平成 28 年度に研

究が終了した課

題（業務移管前の

実施課題）につい

て、機構が設置し

た研究部会にお

第一次審査では、研究成果が環境行政に貢

献するよう、行政ニーズとつながりの高い研

究課題の加点を昨年より大きくするととも

に、パリ協定を踏まえた気候変動対策に関す

る課題は重点的に採択されるように低炭素

領域の一次審査通過率を高く設定した。ま

た、革新型（若手枠）についても、一定の採

択数を確保するため、一定水準以上の課題に

ついてはなるべく通過させた。 

第二次審査では、平成 30 年度に新規課題

に配分できる研究予算が厳しいことから、採

択課題でも研究費が過大、不要と思われるも

のは厳しく査定した。 

その結果、戦略プロジェクト（Ⅰ）１件（14

課題で構成）、戦略プロジェクト（Ⅱ）３件

（25 課題で構成）を採択した。環境問題対応

型は、第二次審査結果の評価の高い順に、評

価委員による査定後の研究費をもとに 25 課

題の新規課題を採択した。革新型（若手枠）

は一定の予算枠（5,000 千円）の範囲におい

て、10 課題を新規採択した。 

 

平成 29 年度実施課題のうち、中間年度に

あたる 37 課題についてヒアリングによる中

間評価を行った。上位２段階（S、A評価）の

比率は、91.9%（34/37 課題）であった（前年

度は 72.7%）。 

また、５段階で下位３段階以下となるＢ評

価以下の課題については、ＰＯの助言、指導

の下、今後の具体的な対応方針の作成を求め

るなど、中間評価の結果をその後の研究に確

実に反映させる新たな措置を講じた。 

平成28年度終了した58課題について書面

による事後評価を行った。上位２段階（S、A

評価）の比率は、60.3%（35/58 課題）であっ

た。 

（なお、これらの課題については、業務移管

前に環境省が採択し、研究管理を実施した課

題である。） 

 

平成 29 年度に実施している全ての研究課
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の評価を獲得し

た課題数の割合

は平均 50.3%に

留まっており、

目標達成は容易

でないことか

ら、難易度は高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討や策定に協

力する。 

研究期間が３年

以上の課題につ

いては、中間評

価を実施し、そ

の結果を進捗管

理や研究計画に

的確に反映させ

る。 

事後評価におい

ては、上位２段

階の評価を獲得

した課題数の割

合が業務移管前

の直近５年間の

実 績 の 平 均 値

（※）を上回り、

さらに 60％以上

となることを目

指す。 

また、各年度に

おいて、学識経

験者（アドバイ

ザー）及び十分

な研究経歴を有

する専門家であ

る各研究課題の

プログラム・オ

フィサー（以下

「 Ｐ Ｏ 」 と い

う。）が出席し

て、研究及び技

術開発等の進め

方等について助

言を行うアドバ

イザリーボード

会合を、原則と

し て 年 １ 回 以

上、研究代表者

が開催するよう

いて、事後評価を

実施する。 

また、全ての研究

課題について、学

識経験者（アドバ

イザー）及び各研

究課題のＰＯが

出席して、研究及

び技術開発等の

進め方等につい

て助言を行うア

ドバイザリーボ

ード会合を、原則

として年１回以

上、研究代表者に

開催させること

とし、関係者に対

する学識経験者

からの助言に加

えて、ＰＯによる

情報共有、研究の

進捗確認等が行

えるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

題について、学識経験者（アドバイザー）及

び各研究課題のＰＯが出席して、研究及び技

術開発の進め方等について助言を行うアド

バイザリーボード会合（以下、「アド会合」

という）を、原則として年１回以上、研究代

表者に開催させた。アド会合では、学識経験

者からの助言に加えて、ＰＯによる情報共

有、研究の進捗確認、研究の進め方に関する

助言等を行うとともに、機構職員もほぼ全て

の研究課題に出席し、研究の進捗や今後の計

画スケジュール等の確認を行った。 
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（３）研究成果

の普及及び活用

の促進 

推進費に係る研

究成果の環境政

策等への貢献を

図るため、環境

省と緊密に連携

し、研究途中段

階において、環

境省の政策実務

担当者と研究者

が情報共有する

仕組みを充実さ

せるとともに、

環境省が実施す

る追跡評価結果

等を踏まえて、

研究成果を環境

政策等へ一層反

映させるための

取組の検討を行

う。 

また、全ての研

支援し、関係者

に対する学識経

験者（アドバイ

ザー）からの助

言に加えて、Ｐ

Ｏによる情報共

有、研究の進捗

確認等が行える

ようにする。 

※  業務移管前

の直近５年間の

平均値は 50.3％

に 留 ま っ て お

り、目標達成は

容易ではなく、

困難度が高い。 

 

（３）研究成果

の普及及び活用

の促進 

推進費に係る研

究成果の環境政

策等への貢献を

図るため、環境

省と緊密に連携

し、研究途中段

階において、環

境省の政策実務

担当者と研究者

が情報共有する

仕組みを充実さ

せるとともに、

環境省が実施す

る追跡評価結果

等を踏まえて、

研究成果を環境

政策等へ一層反

映させるための

取組の検討を行

う。 

また、全ての研

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研究成果の

普及及び活用の

促進 

推進費に係る研

究成果の環境政

策等への貢献を

図るため、新規課

題については、環

境省と研究者が

密に連携できる

よう、研究開始時

に環境省の政策

実務担当者と研

究者が情報の共

有等を図る打合

せ会を機構が実

施する。 

また、研究成果を

環境政策等へよ

り一層反映させ

るための取組や

産学官の連携に

よる社会実装の

推進につながる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研究成果の普及及び活用の促進 

平成 28 年度終了課題について、研究成果

報告書を機構ＨＰに掲載し、研究成果の普及

に努めた。平成 29 年度終了課題については、

３月に研究成果報告会を開催し、研究者が研

究成果の発表を行った。 

また、これまで一般向けに実施していた研

究成果発表会について、研究成果の情報発信

を強化するとともに、推進費制度を幅広く研

究者に周知し、将来的な応募件数の増加にも

つながるよう、実施方法を見直し、今年度は

３月に日本水環境学会年会の協力を得て、推

進費で実施中の又は実施した水環境の保全

に関する研究課題を対象にシンポジウム形

式の発表会を行った。 
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究課題について

研究成果報告書

をウェブサイト

等に情報公開す

るとともに、研

究成果発表会の

ほか、研究者に

対して、学会や

論文等で積極的

に情報発信する

ことを勧奨する

など、研究成果

の普及及びその

活用の促進を図

る。 

究課題について

研究成果報告書

をウェブサイト

等 に 情 報 公 開

し、広く公表す

るとともに、研

究成果発表会を

開催したり研究

成果を広く周知

するシンポジウ

ムを開催したり

するほか、研究

者に対して、学

会や論文等で積

極的に情報発信

することを勧奨

するなど、研究

成果の普及及び

その活用の促進

を図る。 

取組として、公募

の方法を含めた

検討を行う。 

平成 28 年度まで

に終了した研究

課題については、

研究成果報告書

をウェブサイト

等に情報公開し、

広く公表すると

ともに、特に、高

い成果が認めら

れる研究課題に

ついては、一般向

けの研究成果発

表会で広く周知

する。 

研究者に対して、

学会や論文等で

積極的に情報発

信することを勧

奨するとともに、

研究費が一定規

模以上の研究課

題には、「国民と

の科学・技術対

話」を推進するた

め、中間・事後評

価で国民に向け

た研究成果の情

報発信の実施状

況を確認し、研究

評価に反映させ

るなど研究成果

の普及及びその

活用の促進を図

る。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－７－２ 効率的、効果的な研究及び技術開発の推進 

業務に関連する政策・施

策 

－ 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人環境再生保全機構法第 10 条第１項第８号～10 号 

当該項目の重要度、難易

度 

（１）【重要度：高】推進戦略では、研究成果の最大化を図るため

に運営体制の効率化が望まれており、科学技術基本計画において、

予算の弾力的な運用による利便性の向上等を図ることが求められ

ていることから、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

９．環境政策の基盤整備 

 ９－３．環境問題に関する調査・研究・技術開発 

平成 30 年度行政事業レビューシート 事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３ ０ 年

度 

 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 

研究費使用

における研

究者の利便

性の向上 

研究者に対

して、研究

費の利便性

の向上に関

するアンケ

ート調査を

実施し、有

効回答者の

うち 60％

以上の者か

ら上位２段

階までの評

価を得る。 

同左 － － 

 

－ 

 

アンケー

ト調査の

実施は平

成 30年度 

 予算額（千円） － － 164,603 5,162,052  

       決算額（千円） － － 150,465 5,074,859  

        経常費用（千円） － － 105,747 5,060,318  

       経常利益（千円） － － － 11,539  

        行政サービス実

施コスト（千円） 

－ － 115,818 5,071,754  

        従事人員数 － － 4 10  

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

（１）予算の弾

力的な執行によ

る利便性の向上 

運営費交付金化

により、複数年

度契約方式を採

用するなど予算

の弾力的な執行

による利便性の

向上を図り、事

業の効率的、効

果的な実施を図

る。 

【重要度：高】

推進戦略では、

研究成果の最大

化を図るための

運営体制とし

て、予算の弾力

的な運用による

利便性の向上等

を図ることが求

められており、

重要度が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）予算の弾

力的な執行によ

る利便性の向上 

研究機関におい

て複数年度にわ

たる執行計画の

策定や契約を可

能とする複数年

度契約方式の採

用、研究機関の

請求に基づく概

算払の実施、研

究及び技術開発

等の進捗状況に

応じた研究費の

繰越し、複数年

度にわたる調達

等の契約など、

予算の弾力的な

執行により、研

究費の利便性を

向上し、事業の

効率的、効果的

な実施を図る。 

なお、研究者に

対して、研究費

の利便性の向上

に関するアンケ

ート調査を実施

し、有効回答者

のうち 60％以上

の者から上位２

段階までの評価

を得る。 

※  推進戦略で

は、予算の弾力

的な運用による

 

（１）予算の弾力

的な執行による

利便性の向上 

平成 29 年度に大

学、国立研究開発

法人等で実施す

る研究課題につ

いては、複数年度

契約を締結（補助

金を除く。）し、

研究機関の請求

に基づく概算払、

研究及び技術開

発の進捗状況に

応じた研究費の

繰越し、複数年度

にわたる調達等

の契約など研究

費の新たな使用

ルールを導入す

るとともに、年度

末までの研究期

間の確保、研究機

器の購入といっ

た「競争的資金に

おける使用ルー

ル等の統一につ

いて（平成 27 年

3 月 31 日競争的

資金に関する関

係府省連絡会申

し合わせ）」に対

応した内容で実

施する。 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

今回の業務移管に伴

う研究費の新たな使

用ルールの導入等に

より、研究費の執行の

利便性の向上が図ら

れたか、研究者に対し

て、研究費の利便性の

向上に関するアンケ

ート調査を実施し、有

効回答者のうち 60％

以上の者から上位２

段階までの評価を得

る。 

＜その他の指標＞ 

＜評価の視点＞ 

業務移管に伴い、予

算の弾力的な執行に

よる利便性の向上等

を図ることで、効率

的、効果的に研究が実

施されているか。 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

（１）予算の弾力的な執行による利便性の向

上 

・研究費の新たな使用ルールの導入 

平成 28 年 10 月の業務移管に伴い、機構に

おいて、推進費の効率的、効果的な研究費の

使用が可能となるよう、研究機関において複

数年度にわたる執行計画の策定や契約を可

能とする複数年度契約方式の採用、研究機関

の請求に基づく概算払の実施、研究及び技術

開発等の進捗状況に応じた研究費の繰越し、

複数年度にわたる調達等の契約等、予算の弾

力的な執行を行うための会計処理方法を導

入するなど、研究者にとってより使いやすい

制度に見直し、今年度の研究課題から適用し

実施した。 

また、これらの見直しに加え、研究費が年

度当初から計画的に執行できるようにする

ため、他の競争的資金に先駆けて、４月１日

から研究費の執行を可能とするルールの見

直しを実施したほか、平成 29 年度から新た

に開始した、研究機関に出向いて行った中間

実地検査の結果等を踏まえ、研究者が更に

「使い勝手のよさ」を実感する制度となるよ

う、研究費の費目構成及び合算使用手続きを

見直し、平成 30 年度の執行に向け運用の改

善を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ａ 

評定理由： 

(１)研究費の利便性の向

上と契約の早期締結 

推進費の業務移管後にお

いては、競争的資金の使用

に関わる各種ルール等の

統一化を行うことで、研究

資金の使い勝手の向上を

図るとともに、研究者が的

確に研究費を活用できる

よう手続きの簡素化、合理

化を図り、業務移管以前よ

りも早期に研究機関との

委託研究契約を締結する

など制度改革及び運用改

善を推進した。さらに、年

度当初から研究者が研究

計画に沿った研究活動が

できるよう、 他の競争的

資金制度に導入されてい

ない推進費の独自ルール

も導入するなど研究者フ

ァーストの視点で、より使

いやすい運用ルールに見

直しを行った。 

これらの新たなルールの

導入により、契約手続き等

の簡素化、効率化を進めた

ことで研究者が研究に専

念できる環境を整備され

たこと、研究者や経理事務

担当者の事務負担を軽減

できたこと等が新規課題

の申請件数の増加につな

がった可能性があるとと

もに、今後の研究成果の最

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

・競争的研究資金における使用ルールへの

統一を図りながら、業務移管以前よりも早

期に研究機関との委託研究契約を締結す

るなどの制度改革及び運用改善を推進し、

契約手続き等の簡素化、効率化を進めたこ

とで研究者が研究に専念できる環境の整

備に努めた。 

 

・課題の中間評価において、評価結果によ

り指導対象となった課題については、ＰＯ

の助言、指導の下、研究代表者に成果・評

価を上げるための今後の具体的な対応方

針の作成を求め、評価結果が今後の研究に

反映されるようにするなど研究者への支

援の強化を図った。 

 

・研究者へのさらなる支援強化を図るため

の研究情報管理基盤システムについて検

討・構築作業を行った。 

 

・新規課題を実施する研究機関を対象とし

た会計説明会や研究公正の専門家による

講演などを実施し、使用ルール、研究公正

の重要性の周知を徹底しながら、50 の研

究課題については中間実地検査を実施す

るなど研究費の適切な執行に取り組んだ。 

 

以上を踏まえ、中期目標に沿って適正に

事業が実施されていると認められるため

Ｂ評価とする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

 特になし。 
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（２）研究者へ

の助言等の支援

の強化 

環境行政におけ

るニーズに合致

し、環境政策に

活用できる研究

成果を得るた

め、環境省と協

議の上、十分な

研究経歴を有す

る専門家である

プログラム・オ

フィサーを活用

して十分な体制

を構築するとと

もに、環境省の

政策実務担当者

及びプログラ

ム・ディレクタ

ーと連携して、

研究課題に対す

る管理体制の強

化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利便性の向上等

を図ることが求

められており、

重要度が高い。 

 

（２）研究者へ

の助言等の支援

の強化 

環境行政におけ

るニーズに合致

し、環境政策に

活用できる研究

成 果 を 得 る た

め、環境省と協

議の上、ＰＯを

活用して十分な

体制を構築する

とともに、環境

省の政策実務担

当者及びプログ

ラム・ディレク

ターと連携し、

研究者への行政

ニーズの周知徹

底、政策検討状

況の情報提供、

助言等といった

研究者への支援

強化など、管理

体制を充実させ

る。 

また、研究課題

の審査・評価結

果をその後の進

捗管理や研究計

画に反映し、研

究成果の最大化

を図るため、評

価結果と進捗管

理を連動させた

審査・評価の高

度化を図る。 

 

 

 

 

 

（２）研究者への

助言等の支援の

強化 

環境省の政策実

務担当者及びプ

ログラム・ディレ

クターと連携し、

また機構の担当

者の実施能力を

向上させること

等により、機構の

担当者やＰＯが

アドバイザリー

ボード会合にお

いて、政策検討状

況の情報提供、助

言等を行うなど、

研究者への支援

を一層充実させ

る。 

また、研究課題の

審査・評価結果を

その後の進捗管

理や研究計画に

反映させるため、

中間評価におい

て５段階評価で

下位３段階の課

題に対しては、機

構とＰＯが連携

し、研 

究計画の見直し

や研究者への助

言等の支援を行

うなど、フォロー

アップを実施す

る。 

 

 

 

 

 

（２）研究者への助言等の支援の強化 

①行政ニーズの周知徹底 

新規課題の研究開始にあたっては、原則、

全ての課題に対して、研究者、担当ＰＯ、行

政推薦課題については環境省担当課室によ

るキックオフ会合を開催した。キックオフ会

合では、ＰＯが研究の進め方等について確認

するとともに、行政推薦課題については、環

境省担当課室が研究者に政策の検討状況の

情報提供や行政ニーズを共有するなど、行政

のニーズを周知徹底し、成果の最大化が図れ

るよう努めた。 

②評価結果を踏まえた研究者への助言等の

支援 

平成 29 年度実施課題のうち、中間年度に

あたる課題の中間評価において、評価結果の

指導対象課題を、これまでの５段階評価（Ｓ

～Ｄ）の下位２番目（Ｃ）以下から下位３番

目（Ｂ）以下に変更し、Ｂ評価を受けた課題

については、推進委員会の指摘を踏まえ、Ｐ

Ｏの助言、指導の下、研究代表者に成果・評

価を上げるための今後の具体的な対応方針

の作成を求め、評価結果が今後の研究に反映

されるようにした。 

③アドバイザリーボード会合への機構職員

参加 

平成 29 年度実施課題において開催された

全ての課題のアドバイザリーボード会合に、

ＰＯ及び機構職員が出席し、研究の進捗状況

や評価結果の反映状況を確認するとともに、

推進費で実施している同様の研究の情報提

供、研究費の執行のアドバイス、今後のスケ

ジュールの周知など、研究を計画的、効率的

に推進できるよう、研究者への助言、アドバ

イスを行った。 

④研究情報管理基盤システムの構築 

研究者と機構・ＰＯの間での各種報告書、

大化にも寄与することが

できた。 

 

 

 

(２)研究費の適正な執行に

向けた取組 

研究機関における研究費

の適正な執行を徹底する

ため、平成 29 年度におい

て、新規課題を実施する研

究機関を対象とした会計

説明会を実施し、使用ルー

ルを周知徹底したことに

加え、同時に研究公正の専

門家による講演を開催し、

研究公正の重要性につい

ても周知徹底した。 

また実地検査を行うため

の内部規程（達）の整備、

実施手順書の作成等を行

い、平成 29 年度は 50 研究

課題について中間実地検

査を実施した。 

これらの取組はいずれも業

務移管前には実施されてい

なかった新たな取組であ

り、研究費の適正な執行に

資することができた。 

 

＜課題と対応＞ 

推進費の業務移管以降、

研究費の使い勝手の向上等

により、研究者や研究機関

の事務的負担を大きく軽減

することができた。 

今後は、平成 30 年度から運

用開始する研究情報管理基

盤システムを有効に活用し

て、事務処理における利便

性を一層向上させていく。

また、研究課題に対する中

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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（３）研究費の

適正な執行等 

弾力的な資金配

分を行いつつ、

公正かつ適正な

実施の確保を図

るため、府省共

通研究開発管理

システム（ｅ‐

Ｒａｄ）等を活

用し、研究費の

不合理な重複や

過度の集中を排

除する。 

また、近年、問

題化している研

究費の不適正な

執行及び研究不

正の防止を図る

ため、研究機関

における研究費

の管理・執行体

制について現地

等で確認を新規

に行うととも

に、研究費の取

扱いに関する会

計説明会を新規

に実施し、ルー

ルの周知徹底や

啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研究費の

適正な執行等 

新規研究課題の

採択に当たって

は、公正かつ適

正な実施の確保

を図るため、応

募課題の研究計

画書における他

の 研 究 費 の 応

募・採択状況や

府省共通研究開

発管理システム

（ｅ‐Ｒａｄ）

の研究者情報を

確認し、研究費

の不合理な重複

や過度な集中を

排除する。 

また、研究費の

効率的、効果的

な活用を図ると

ともに、近年、

問題化している

研究費の不適正

な執行及び研究

不正の防止を図

るため、研究機

関における研究

費の管理・執行

体制について現

地等で確認を新

規に行うととも

に、研究費や委

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）研究費の適

正な執行等 

平成 30 年度から

実施する新規課

題の公募におい

て、府省共通研究

開発管理システ

ム（ｅ-Ｒａｄ）を

活用し、研究費の

不合理な重複や

過度な集中がな

いか確認する。 

近年、問題化して

いる研究費の不

適正な執行及び

研究不正の防止

を図るため、研究

費の新たな使用

ルールに関する

会計説明会を実

施するとともに、

研究機関におけ

る 研 究 費 の 管

理・執行体制や会

計帳簿その他の

関係書類の現地

調査を新規に行

う。 

また、会計説明会

の開催に合わせ、

新規課題の研究

者等を対象に研

究公正に関する

専門家による講

研究計画書、契約書等の送受信や迅速な連

絡・調整を行うための情報共有機能と、収集

した情報を一元的に管理・集計・検索するた

めのデータベース機能を連携させた研究情

報管理基盤システムについて、平成 30 年 5

月の一部稼動を目指して、検討・構築作業を

行った。 

 

（３）研究費の適正な執行等 

①研究公正に関する取組み 

近年、問題化している研究費の不適正な執

行及び研究不正の防止を図るため、平成 29

年度新規課題の研究者等に対して実施した

新規課題実施説明会において、機構職員から

委託研究契約（補助事業）事務処理説明書に

基づき、研究費の使用ルール等について説明

するとともに、研究公正の専門家による講演

を実施した。 

②研究委託契約締結、補助金交付決定の早期

完了 

平成 29 年度に採択された委託研究の新規

課題 53 課題及び補助事業 27 課題）について

は、４月上旬に研究費の新たな使用ルールに

関する会計説明会を実施し、５月 31 日まで

にすべての研究委託契約の締結及び補助金

交付決定の通知を完了するなど、業務移管前

より大幅に早期化し、研究が円滑に開始でき

るようにした。 

また、平成 28 年度以前から継続する委託

研究 65 課題の契約については、研究に切れ

目が生じないよう、平成 28 年度中から計画

的に準備を進め、４月３日までにすべての契

約を締結した。これら契約行為等の早期完了

により、課題によっては第１四半期（５月）

からの概算払（金額によっては一括払）が可

能となり、立替払等による研究実施機関の負

担軽減に貢献した。 

③中間実地検査の実施 

機構への業務移管を機に初めての取組と

して、実地検査を行うための内部規程（達）

の整備、実施手順書の作成等を行い、平成

29 年度で終了する研究課題や公的研究費の

間実地検査に加えて研究終

了後の確定検査を的確に実

施するとともに、研究費の

使用ルール等の周知徹底と

実効性の高い研究不正防止

対策を検討していく。 
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託業務の取扱い

に関する会計説

明会を新規に実

施し、ルールの

周知徹底及び啓

発を図る。 

さらに、研究費

の配分機関とし

て、国の指針等

に則って、不正

行為の疑惑が生

じた際等に適切

に対応する。 

習を実施する。 執行経験が少ない機関が実施する研究課題

を中心に計 50 の研究課題について、９月末

から 12 月中旬までに延べ 34 日間、112 名を

かけて中間実地検査を実施した。これにより

ア．研究計画に即した実施体制及び研究の実

施状況、イ．研究費の使用・管理に関する内

部規程及び会計手続、ウ．環境省ガイドライ

ンに即した体制整備状況、エ．収支簿や帳票

類の証拠書類の照合と精査、オ．取得資産の

管理状況等について、確認を行った。その結

果、検査した範囲においては概ね適切であっ

たことを確認した。 

 

 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－１ 組織運営 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

平成 30 年度行政事業レビューシート  事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境政策の実施

機関として機構

が担う業務を着

実に実施すると

ともに環境問題

の動向に迅速か

つ適切に対応し

得る組織を構築

するため、内部統

制システム整備

計画を踏まえた

効率的な組織の

あり方、人員配置

等の業務運営体

制等について、前

年度の検討を踏

まえ、具現化を図

る。 

また、政府が進め

る「働き方改革」

の検討結果等を

＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

年度計画に基づいて

業務が適切に実施さ

れているかどうか。 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由：  

次のとおり、年度計画に基

づく取組を着実かつ適正に

実施したため、自己評定を

Ｂとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 業務実施体制の見直しについては、事業

管理部を経理部に統合した（名称は新たに

「財務部」とした）。その他、係制からチ

ーム制への移行、各部門に共通する業務の

管理部門への集約化等を具体的に進めて

いる。 

 内部統制の推進については、｢内部統制

システム整備計画｣を策定するとともに、

理事長や役員と現場職員との意見交換等

を積極的に進めているほか、全役職員を対

象とした研修、外部有識者による検証等を

実施している。 

 コンプライアンスの推進については、全

職員を対象とした自己検証を実施してい

る他、外部有識者委員を含む監視委員会の

指摘等に対応し、内部規程の改善を図って

いる。 

 リスク管理のための体制整備について

は、29 年度から全面実施している環境研

究総合推進費業務について、重要リスクを
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（１）業務実

施体制の見直

しの検討 

業務をより効

率的及び合理

的に実施する

観点から、業

務の進捗状況

に応じた実施

体制の見直し

を適宜行う。

特に債権管理

回収業務につ

いては、債権

の回収状況等

を踏まえ、本

中期目標期間

中に、業務の

実施体制の見

直しと組織の

縮減の検討を

行い、その結

論 を 得 る こ

と。 

また、管理部

門のスリム化

に向け、給与

計算、資金出

納、旅費計算

等の管理業務

について、集

約化やアウト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）業務実施

体制の見直しの

検討 

第三期中期目標

期間中に、承継

業務の債権残高

の変動、縮小等

を考慮し、業務

の実施体制の見

直しの検討を行

い、結論を得る。 

また、管理業務

について、一層

の事務処理の効

率 化 を 図 る た

め、集約化やア

ウトソーシング

等の活用を検討

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

踏まえ、働き方改

革に関連する勤

務時間や労務の

適正管理、女性活

躍推進などの進

展を図る。 

 

 

 

 

（１）業務実施体

制の見直しの検

討 

業務をより効率

的及び合理的に

実施する観点を

踏まえ、内部統制

システム整備計

画の遂行とも連

動して、引き続

き、①中長期的な

人材育成及び組

織力強化の視点

に立った研修体

系及び前年度か

ら改定実施した

人事評価制度の

着実な運用・定着

を図る。また、②

情報システム関

連業務、契約関連

業務など、機構全

体の総括課業務

の見直しを図る

とともに、現状の

係制を廃止し、よ

り組織の効率化

を図るため、チー

ム制を導入する

など、組織・要員

体制の見直しを

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）業務実施体制の見直しの検討 

①組織・要員体制の見直し 

ア 債権管理回収業務に係る見直し 

債権管理回収業務を所掌する事業管理部を経

理部に統合し、名称を新たに「財務部」とし

た（11 月）。 

    

イ 環境研究総合推進業務に係る見直し 

環境研究総合推進室を２課体制とし、環境研

究総合推進部として改組した（４月）。 

 

ウ チーム制の導入 

より効率的かつ機動的な業務運営を行うた

め、従来の係制を廃止し、平成 28 年度の総務

部及び経理部でのチーム制の試行結果、平成

29 年度の各階層の職員との意見交換内容等を

踏まえ、各部各課において準備・習熟期間と

してのチーム制の運用を開始した（７月）。 

また、総務部において各部各課のチーム制の

運用状況を確認し、課題等の把握に努め、把

握した課題等の対応方法について引き続き検

討した。 

 

②業務の集約化及び効率化 

ア 各部門共通事務の集約化（総括課業務の

見直し） 

各部門に共通している業務（調達・契約、旅

費関係、予算執行管理、情報システム管理等）

を管理部門である総務部及び財務部に集約

し、一元化する検討を、次のとおり行った。 

（ア）調達・契約業務の集約化 

調達・契約業務について、研究勘定、予防経

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●業務実施体制の見直しの

検討については、債権管理

回収業務の現況を踏まえ

て、同業務を所掌する事業

管理部の縮減を進め、経理

部と統合し財務部として改

組することで組織・要員体

制の見直しを行った。また、

更なる業務運営の効率化を

図る観点から、チーム制の

導入、調達・契約業務及び

旅費関係業務の集約化、給

与計算業務等のアウトソー

シングを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証・把握し、重要リスク等を顕在化させ

ないためのモニタリング制度を新たに構

築し、導入した。 

情報セキュリティ対策については、政府

の方針を踏まえ、「平成 29 年度情報セキュ

リティ対策推進計画」を策定し、サイバー

攻撃対策の有効性の検証、全役職員を対象

とした情報セキュリティ研修等を実施し

ている。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。  
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ソーシングの

活用などを検

討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、第三期中期

目標期間中の目

標である債権管

理回収業務の組

織体制の見直し

について、円滑な

業務実施体制を

確保した上で、事

業管理部の経理

部への統合を進

める。 

さらに、上記を進

める前提として、

管理業務につい

ては債権管理シ

ステムの改修を

はじめシステム

化等を実現する

ことにより、機構

内各部で一定の

業務量となって

いる管理業務の

事務の効率化を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理及び共通管理勘定に係る全ての入札案件並

びに基金勘定に係る少額案件に関する業務を

財務部に集約した。 

引き続き、調達・契約関係事務の集約化につ

いては、試行及び課題抽出に努める。 

（イ）旅費関係業務の集約化 

旅費関係業務について、従来各部で実施して

いた出張チケット等の手配、精算業務等を財

務部に集約した。 

また、財務部への集約化に合わせて旅費業務

に関するマニュアルを改訂するとともに、職

員への説明会を開催し、旅費支給ルールの更

なる明確化を行った。 

（ウ）情報システム管理業務の集約化 

平成 27 年度から、各部各課が業務上使用する

各種情報システムについて、総務部企画課で

概況を把握し、システム障害等の発生時には

各部各課と企画課とが協力して対処する体制

としている。平成 29 年度においても、このよ

うな体制のもと、各部のサーバや業務システ

ムの運用管理について企画課へのさらなる集

約を進めた。 

また、石綿健康被害救済部の認定・給付シス

テム及び財務部の債権管理システムについ

て、企画課が管理する機構全体の仮想基盤サ

ーバに移設した。さらに、これまで各部にお

いて実施していたデータセンター運用管理等

業務についても、企画課に集約して一元管理

することで効率化を図った（３月）。 

 

イ 管理業務のアウトソーシングによる効率

化 

（ア）旅費関係業務のアウトソーシング 

旅費関係業務の財務部への集約に当たり、出

張チケット等の手配について平成28年度から

の試行等を踏まえて、旅行業者へのアウトソ

ーシングを本格的に開始した（７月）。 

（イ）給与計算事務のアウトソーシング 

給与計算事務について、総務部総務課と外部

委託業者による試行・検証（６～10 月）を行

った上で、本格的にアウトソーシングを開始

した（11 月）。 
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（２）内部統

制の推進 

① 内部統制

に係る体制の

整備 

「独立行政法

人の業務の適

正を確保する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）内部統制

の推進 

① 内部統制に

係る体制の整備 

「独立行政法人

の業務の適正を

確保するための

体制等の整備に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）内部統制の

推進 

①内部統制に係

る体制の整備 

「独立行政法人

の業務の適正を

確保するための

体制等の整備に

 

ウ 業務システムの改修等による効率化 

債権回収業務を担当する事業管理部を経理部

に統合するに当たり、債権管理システムにつ

いて、経理システムと連動して運用できるよ

うに改修を行い、日常業務の効率化を実現し

た（３月）。 

 

エ オフィスレイアウトの変更 

事業管理部と経理部との統合、各部門共通業

務の集約化に併せて、オフィスレイアウトの

変更を行った。なお、変更に当たっては、将

来の業務実施体制の見直しにも柔軟に対応で

きるレイアウトに留意した。 

 

③研修体系及び人事評価制度の着実な運用・

定着 

中長期的な人材育成及び組織力強化の視点か

ら、次のとおり、研修体系及び人事評価制度

の定着等に向けた取組を行った。 

ア 研修については、平成 28 年度に策定した

３か年計画の２年目であることを踏まえ、必

要な見直しを行うとともに、引き続き各事業

部門の業務遂行に必要な知識・技術の習得、

職員の能力開発・人材育成を図るため、研修

計画に基づく各種研修を着実に実施した。 

 

イ 人事評価制度に関しては、平成 28 年度か

ら導入した新たな人事評価制度に基づく評価

結果を取りまとめ、職員への意見聴取から把

握した課題への対応について検討を行った。

その中で平成 29 年度は、中間評価の一部簡略

化による運用の合理化を図った。 

 

（２）内部統制の推進 

 

①内部統制に係る体制の整備 

ア 内部統制システム整備計画の策定等 

（ア）平成 29 年度内部統制システム整備計画

の策定等 

各部の内部統制上の課題を整理し、これらに

対応するため、内部統制推進委員会における

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 内部統制の推進につい

ては、「平成 29 年度内部統

制システム整備計画」を策

定し、その進捗状況を随時

確認するとともに、内部統

制等監視委員会において外

部有識者による検証を受け

るなど、適正な運用を行っ
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ための体制等

の整備につい

て（平成 26 年

11 月 28 日総

管 査 第 322 

号。総務省行

政管理局長通

知）」に基づ

き、業務方法

書に記載した

事項の運用を

確実に行うと

ともに、「内部

統 制 基 本 方

針」及び関連

規 程 に 基 づ

き、業務の効

率化との両立

に 配 慮 し つ

つ、内部統制

推進委員会の

設置、毎年度

の内部統制を

推進するため

の 計 画 の 策

定、モニタリ

ング体制の整

備など、内部

統制システム

の整備・運用

を推進する。

また、全職員

を対象に内部

統制に関する

研修を実施す

るなど、職員

の意識向上を

積極的に進め

る。内部統制

の推進に係る

取組は、第三

者を含めた委

ついて（平成 26 

年11 月28 日総

管査第 322 号。

総務省行政管理

局長通知）」に基

づき、業務方法

書に記載した事

項の運用を確実

に 行 う と と も

に、「内部統制基

本方針」及び関

連 規 程 に 基 づ

き、業務の効率

化との両立に配

慮しつつ、内部

統制推進委員会

の設置、毎年度

の内部統制を推

進するための計

画の策定、モニ

タリング体制の

整備など、内部

統制システムの

整備・運用を推

進する。また、

全職員を対象に

内部統制に関す

る研修を実施す

るなど、職員の

意識向上を積極

的に進める。内

部統制の推進に

係る取組は、第

三者を含めた委

員会等において

確認し、あわせ

て監事による内

部統制について

の評価を実施す

る。 

 

 

ついて」（平成 26 

年 11 月 28 日総

管査第 322 号。総

務省行政管理局

長通知）に基づ

き、業務方法書に

記載した事項の

運用を確実に行

うとともに、「内

部統制基本方針」

及び関連規程に

基づき、業務の効

率化との両立に

配慮しつつ、内部

統制推進委員会

の審議を経た上

での内部統制シ

ステム整備計画

（平成 29 年度）

の策定、モニタリ

ング体制の整備、

理事長による職

員との意見交換

等を通じて、内部

統制の拡充・強化

を推進する。 

また、全役職員を

対象に内部統制

に関する研修を

実施するなど、役

職員の意識向上

を積極的に進め

る。 

内部統制の運用

状況等は、内部統

制担当役員が職

員との面談等を

通じて確認する

とともに、内部統

制の推進に係る

取組は、外部有識

者も含めた内部

検討を経て、平成 29 年度内部統制システム整

備計画を策定した（４月）。 

また、同整備計画の一環として、平成 28 年度

に引き続き業務フローの作成を進めるととも

に、業務実施プロセス上把握した重要リスク

（※）等を顕在化させないために事後的に点

検を行う日常的モニタリング制度を新たに構

築し、運用を開始した（４月）。なお、これに

より平成26年度から開始した内部統制強化の

ための必要な体制整備はほぼ終えたことか

ら、今後は毎年度策定・実行する内部統制シ

ステム整備計画等を着実に運用することで適

切なＰＤＣＡサイクルを回していく。 

 

※業務遂行上、機構のミッション達成の大き

な障害となり得る内外の要因について、重要

リスクとして識別、分析及び評価を行ったも

の。 

 

（イ）内部統制推進委員会の開催 

内部統制推進委員会を四半期毎に開催し、平

成29年度内部統制システム整備計画の進捗状

況を定期的に確認することで内部統制の推進

を図った（４月、７月、10 月、１月）。 

（ウ）内部統制研修の実施 

当機構の業務に携わる役職員等一人一人の内

部統制に関する意識向上を図ることを目的と

して、「独立行政法人に求められる内部統制・

ガバナンスの強化」及び「当機構における内

部統制の取組状況」をテーマとして内部統制

研修を実施した（９月）。 

 

イ 経営と現場の意見交換等 

次のとおり、平成 28 年度に引き続き、経営（役

員）と現場で働く職員とが直接意見交換等を

行う機会を設け、課題の把握及び解決に向け

た取組を行った。 

（ア）職員と理事長との意見交換会の実施 

チーム制の導入等、組織・要員体制の見直し

を行うに当たり、経営側の考えや目指す方向

性等を職員全体と共有するとともに、職員の

意見を把握するため、職員各層と理事長を始

た。また、内部統制研修を

実施し、職員の意識向上に

も継続的に取り組んだ。 

さらに、経営（役員）と現

場で働く職員とが直接意見

交換等を行う機会を設け、

内部統制上の課題の把握及

び解決に向けた取組を推進

した。 
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員会等におい

て確認し、あ

わせて監事に

よる内部統制

についての評

価 を 実 施 す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  コンプラ

イアンスの推

進 

役職員の法令

遵守、管理職

員の権限を明

確 に す る な

ど、業務の適

正な執行等の

徹底を図るた

め、各部門の

業務が法令に

沿って行われ

ていることの

不断の点検を

行い、コンプ

ライアンスを

実践するため

の手引書であ

る「コンプラ

イアンス・マ

ニュアル」を

随時見直し、

職員に対する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② コンプライ

アンスの推進 

役職員の法令遵

守、管理職員の

権限を明確にす

るなど、業務の

適正な執行等の

徹 底 を 図 る た

め、各部門の業

務が法令に沿っ

て行われている

ことの不断の点

検を行い、コン

プライアンスを

実践するための

手 引 書 で あ る

「コンプライア

ンス・マニュア

ル」を随時見直

し、職員に対す

る研修を計画的

に実施するとと

もに、内部監査

結 果 等 に つ い

統制等監視委員

会において確認

し、監事による内

部統制の評価を

受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②コンプライア

ンスの推進 

役職員が法令等

を遵守し、業務の

適正な執行等の

徹底を図るため、

各部門の業務が

法 

令に沿って行わ

れていることの

不断の点検を行

い、コンプライア

ンスを実践する

ための手引書で

ある「コンプライ

アンス・マニュア

ル」を随時見直

し、職員に対する

研修を計画的に

実施するととも

に、内部監査結果

等について、業務

運営へ的確に反

映させるなど、コ

めとする当機構役員とが直接意見交換を行う

機会（説明会兼意見交換会）を実施した（４

月）。 

（イ）内部統制面談の実施 

チーム制の準備・習熟段階における各部各課

でのチームマネジメントの現状、課題等をテ

ーマに内部統制担当理事と全チームリーダー

計 39 名との個別面談（１人当たり 45 分程度）

を実施した（10 月～12 月）。 

ウ 第三者意見による改善等 

（ア）内部統制等監視委員会による検証 

内部統制等監視委員会を開催し、平成 28 年度

における当機構の内部統制推進状況について

外部有識者による検証を受けた（４月）。 

（イ）監事による確認 

平成 28 年度の内部統制推進状況について、監

事監査において確認を受けた（６月）。 

 

②コンプライアンスの推進 

ア コンプライアンスの実施状況の点検及び

コンプライアンス・マニュアルの随時見直し 

全職員を対象として、コンプライアンス・チ

ェックシートによる自己点検を行うことで、

日常の業務運営が法令に沿って行われている

ことを確認した（９月）。 

また、コンプライアンス・マニュアルについ

て、内部統制等監視委員会での指摘を踏まえ、

コンプライアンス違反に関する通報体制を明

記する等の見直しを行った（５月）。 

 

イ コンプライアンス研修の実施等 

役職員を対象として、コンプライアンス研修

を実施した（10 月）。 

研修内容としては、コンプライアンスの自己

検証結果を踏まえて、比較的職員の理解度が

低かった項目を取り上げて改めて説明すると

ともに、平成 28 年度及び 29 年度にコンプラ

イアンス・マニュアルを改定した内容、コン

プライアンス違反の他組織における具体的な

事例、困った時の対応方法等についての説明

を行い、コンプライアンス意識の向上を図っ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンプライアンスの推進に

ついては、全職員を対象と

して、コンプライアンス・

チェックシートによる自己

検証を実施するとともに、

コンプライアンスの自己検

証結果を踏まえた研修を実

施した。 
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研修を計画的

に実施すると

ともに、内部

監査結果等に

ついて、業務

運営へ的確に

反映させるな

ど、コンプラ

イアンスの徹

底を図る。 

 

 

 

 

 

③  リスク管

理のための体

制整備 

業務実施の障

害となる要因

を事前にリス

ク と し て 識

別、分析及び

評価し、適切

な対応を図る

ための体制等

を整備する。 

また、緊急時

における業務

実施体制を整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て、業務運営へ

的確に反映させ

るなど、コンプ

ライアンスの徹

底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ リスク管理

のための体制整

備 

業務実施の障害

となる要因を事

前にリスクとし

て識別、分析及

び評価し、適切

な対応を図るた

めの体制等を整

備する。 

また、緊急時に

おける業務継続

実施体制を整備

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンプライアンス

の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③リスク管理の

ための体制整備 

業務実施の障害

となる要因を事

前にリスクとし

て識別、分析及び

評価し、適切な対

応を図るための

体制等を整備す

るため、 前年度

にリスク管理委

員会において制

定したリスク管

理に関する全体

方針、リスクが顕

在化した際に特

に影響の大きい

リスクごとの個

別方針等に基づ

き、リスク管理の

徹底を図るとと

もに、日常的なモ

ニタリング制度

を導入、運用を開

始する。 

また、緊急時にお

ける業務継続実

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③リスク管理のための体制整備 

ア 環境研究総合推進業務に係る重要リスク

の把握 

  平成 28 年 10 月の環境研究総合推進業務

の開始から１年が経過し、一定の業務が一巡

したことから、当該業務についても業務フロ

ーの作成等を通じて重要リスク９項目を新た

に把握した（３月）。 

これにより、平成 27 年度に把握した 72 項目

の重要リスクと合わせて、当機構全体の重要

リスクは 81 項目となった。 

 

イ 日常的モニタリング制度の運用開始 

重要リスク等を顕在化させないために業務実

施結果等について事後的に点検を行う日常的

モニタリング制度（12 件）を新たに導入し、

リスク管理の徹底を図った。 

 

ウ リスク管理委員会の開催 

  リスク管理委員会を半期毎に開催し、発

生した事務事故等の対応について定期的に確

認することで、速やかな報告体制の確保や類

似事案の発生防止に努めた（10 月、３月）。 

 

エ 「ＥＲＣＡ業務実施継続計画（ＢＣＰ）」

に基づく訓練の実施 

（ア）実践的な訓練の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リスク管理についても、平

成 28 年 10 月に移管された

環境研究総合推進業務に係

る重要リスク９項目を新た

に把握（機構全体で重要リ

スク 81 項目を把握）したほ

か、重要リスク等を顕在化

させないために業務実施プ

ロセスについて事後的に点

検を行う日常的モニタリン

グ制度を構築、導入した。 

また、非常時優先業務実施

訓練やメディア対応トレー

ニングを実施し、障害等発

生時の対応方針を明確化し

た。 
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④  情報セキ

ュリティ対策

等の推進 

情報セキュリ

ティ対策につ

いては、「サイ

バーセキュリ

ティ戦略（平

成 27 年９月

４ 日 閣 議 決

定）」等の政府

の方針を踏ま

え、情報セキ

ュリティポリ

シー規程等に

従い、適切な

情報セキュリ

ティレベルを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 情報セキュ

リティ対策等の

推進 

情報セキュリテ

ィ対策について

は、「サイバーセ

キュリティ戦略

（平成 27 年９

月 ４ 日 閣 議 決

定）」等の政府の

方針を踏まえ、

情報セキュリテ

ィポリシー規程

等に従い、適切

な情報セキュリ

ティレベルを確

保する。また、

情報の公開及び

施体制を整備す

るために策定し

ている業務実施

継続計画をより

実効性のあるも

のに随時見直し、

基幹情報システ

ム等の災害対策

を推進するとと

もに、当該計画を

用いた実践的な

訓練を実施する

ことで、緊急時に

対する役職員の

意識啓発を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④情報セキュリ

ティ対策等の推

進 

情報セキュリテ

ィ対策について

は、「サイバーセ

キュリティ戦略

（平成 27 年９月

４日閣議決定）」

等の政府の方針

を踏まえ、独立行

政法人環境再生

保全機構情報セ

キュリティポリ

シー規程に基づ

いて策定した情

報セキュリティ

対策基準等に従

「ＥＲＣＡ業務継続計画（ＢＣＰ）」実施の前

提となる災害時における速やかな役職員の安

否確認を目的として、外部委託業者のシステ

ムを通じた職員安否確認訓練を下表のとおり

３回実施した。 

（イ）「ＥＲＣＡ業務継続計画（ＢＣＰ）」等

の見直し 

平成28年度に実施した非常時優先業務の実施

訓練等を踏まえ、課題の整理と見直し（「ＥＲ

ＣＡ業務継続計画（ＢＣＰ）対応表」及び各

業務手順書の見直し、非常用電源装置の配置

場所換え等）を実施した。 

また、改善内容を反映した非常時優先業務の

実施訓練を行った（２月）。 

 

オ メディア対応トレーニングの実施 

危機事案が発生した場合等においても、メデ

ィアを通じて正確な情報発信を行うなど国民

に対する説明責任を適切に果たす観点から、

危機管理広報の運用体制整備の一環として、

危機事案発生時のメディア対応に関する講義

及び実践的トレーニング（模擬記者会見等）

を実施した（３月）。 

 

④情報セキュリティ対策等の推進 

ア 情報セキュリティ対策推進計画に基づく

取組等 

「平成29年度環境再生保全機構情報セキュリ

ティ対策推進計画」を策定（５月）し、次の

とおり各種取組を実施した。 

（ア）情報セキュリティ委員会の開催 

情報セキュリティ委員会を計３回（４月、10

月、３月）開催し、平成 29 年度の情報セキュ

リティ対策推進計画の内容、各種情報セキュ

リティ実施手順書の改定等について検討を行

い、各情報セキュリティ案件の情報共有を実

施した。 

（イ）情報セキュリティ実施手順書の改定 

政府機関等の情報セキュリティ対策のための

統一基準群の見直しに準拠した「環境再生保

全機構情報セキュリティ対策基準」の改定等

を踏まえて、各種情報セキュリティ実施手順

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 情報セキュリティ対策

については、政府の方針を

踏まえ、「平成 29 年度情報

セキュリティ対策推進計

画」を策定し、引き続き、

サイバー攻撃対策の有効性

検証、職員教育・訓練等の

各種取組を展開し、組織全

体の情報セキュリティ高度

化を図った。 
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確保する。ま

た、情報の公

開及び個人情

報の保護につ

いては、独立

行政法人等の

保有する情報

の公開に関す

る法律（平成

13 年法律第

140 号）及び

独立行政法人

等の保有する

個人情報の保

護に関する法

律（平成 15 年

法律第 59 号）

に基づき、適

切に対応する

とともに、職

員への周知徹

底を図る。 

個人情報の保護

については、独

立行政法人等の

保有する情報の

公開に関する法

律（平成 13 年法

律第 140 号）及

び独立行政法人

等の保有する個

人情報の保護に

関する法律（平

成 15 年法律第

59 号）に基づ

き、適切に対応

するとともに、

職員への周知徹

底を図る。 

い、サイバー攻撃

等のリスクに対

応した施策の継

続した実施とそ

の有効性の確認

を情報セキュリ

ティ委員会にお

いて行うととも

に、継続的な研

修・実践的な訓練

等を通じた役職

員の意識の向上

を図り、 適切な

情報セキュリテ

ィレベルを確保

するための取組

を推進する。ま

た、情報の公開及

び個人情報の保

護については、独

立行政法人等の

保有する情報の

公開に関する法

律（平成 13 年法

律第 140 号）及び

独立行政法人等

の保有する個人

情報の保護に関

する法律（平成 15 

年法律第 59 号）

に基づき、適切に

対応するととも

に、職員への周知

徹底を図る。 

書の見直しを次のとおり実施した。 

・当機構における情報取扱全般に関係する「情

報取扱手順書」が見直しを最優先するものと

して、先行して改定作業を行った（４～７月

作業、８月適用）。 

・その後、「障害等対応手順書」、「機構内にお

ける PC 利用手順 利用者編」等の７種の手順

書について、統合及び改定作業を行った（８

～10 月作業、11 月適用）。 

（ウ）サイバー攻撃への技術的対策 

平成28年度の情報セキュリティ監査における

指摘事項（※うち、重要事項については平成

28 年度中に対応済）に対して、対応策を検討

し、適宜必要な対策を実施した（４～３月）。 

（エ）重要サーバ等のデータセンター設置の

推進 

新データセンターへのインターネット閲覧用

ネットワークの構築及びインターネット回線

の移設・集約を完了した（９月）。 

また、新データセンターに業務環境ネットワ

ーク及び新仮想基盤を構築し、稼働を開始し

た（２月）。 

（オ）情報セキュリティ対策の自己点検 

情報セキュリティ実施手順書の遵守状況の確

認等のため、全役職員（派遣職員等を含む。）

を対象とした自己点検を実施した（９月）。 

（カ）情報セキュリティ監査 

平成 28 年度の指摘事項に対して、適切に対応

した（上記（ウ）参照）。また、監査室による

内部監査（12 月）、サイバーセキュリティ基本

法に基づき内閣サイバーセキュリティセンタ

ーが実施するペネトレーションテストを受検

した（12 月）。 

（キ）ウェブサイト及びネットワークの脆弱

性対策の推進 

平成 28 年度の診断で検出された脆弱性（※対

応が必要な残事項は低レベルのみ）への対策

を実施した（４～６月）。 

また、平成 29 年度においても引き続き脆弱性

診断を実施し（10 月）、検出された脆弱性（※

検出事項は低レベルのみ）への対策を実施し

た（２月）。 
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（ク）情報セキュリティに関する教育・訓練 

全役職員（派遣職員等を含む。）を対象とする

情報セキュリティ研修を実施し、平成 29 年度

に改定した各種セキュリティ実施手順書の内

容の浸透等を図った（10 月）。また、研修内容

の理解度を把握し、より効果的な教育を実施

するため、平成 29 年度から全役職員に対し、

理解度テストを実施した（３月）。 

さらに、標的型攻撃等の不審メール受信時の

対策を徹底するため、全役職員（派遣職員等

を含む。）を対象とした訓練を実施した（９月、

３月）。 

 

イ 情報公開及び個人情報保護のための取組 

（ア）情報公開の適切な実施に係る取組 

外部からの情報公開請求に対して、必要な情

報開示等を行うなど、適正に対応した。 

また、独立行政法人等の保有する個人情報の

保護に関する法律の一部改正（個人情報の非

識別加工等に関する改正）を踏まえて、当機

構の規程（個人情報保護管理規程）について

所要の改正を行った（５月）。なお、同改正時

点において、当機構は、独立行政法人等非識

別加工情報の提案募集等の対象となる個人情

報ファイルを保有していない。 

さらに、情報公開等担当者が、情報公開・個

人情報保護制度の運用に係る研修会（民間業

者主催）に参加し、必要な知識の習得を図っ

た（９月）。 

（イ）外部委託業者による情報漏洩の防止等 

平成 28 年度に制定した「環境再生保全機構の

保有個人情報等の取扱いに係る業務の外部委

託に関する達」等に基づき、当機構が保有す

る個人情報を取り扱う業務の委託契約に当た

り、委託先の個人情報保護管理体制等につい

て総務部企画課が一元的に確認すること等に

より、委託先の適正な管理・監督を図った。 

また、平成 27、28 年度に引き続き、個人情報

を取り扱う業務委託契約について、調査票に

よる調査及び実地検査による個人情報保護に

関する実態確認を行った（２～３月）。 

（ウ）マイナンバー（個人番号）の適切な取
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扱いに係る取組 

平成 28 年度に引き続き、情報セキュリティ及

び安全管理措置強化の観点から、機構内部の

マイナンバー収集関連ファイルへのアクセス

権限を制限するとともに、総務部総務課がマ

イナンバーの収集方法等について積極的に各

課のフォローを行うこととし、円滑かつ適正

な取扱いを実施した。 

（エ）各部の保有個人情報の管理及び利用状

況に関する点検の実施 

保有個人情報の管理及び利用状況点検表によ

り点検を行い、各部における保有個人情報等

の適正管理措置等について確認するととも

に、各部保有の個人情報ファイル一覧の更新

作業を行い最新の管理状況を把握した（11

月）。 

 

⑤監査等 

ア．内部監査 

金融資産の毀損リスクへの対応に係る監査及

び労働時間の適正管理に係る監査を実施し、

監査結果報告書を理事会で報告し、改善に向

けて検討を要する事項等について周知した

（３月）。 

 

イ．保有個人情報の管理及び利用状況に関す

る監査 

個人情報等の取扱いに係る業務を外部委託す

る場合における管理及び運用状況について監

査を実施した（３月）。 

 

ウ．情報セキュリティ監査 

平成28年度に調達した主要システム案件の運

用状況及び平成29年度に調達する主要システ

ム案件の整備状況等の確認・評価を行うとと

もに、平成 28 年度に実施した情報セキュリテ

ィ監査等における指摘事項等に係る対応状況

について確認を行った（３月）。 

 

（３）その他 

ア 役員懇談会の開催 

当機構の課題について理事の担当業務の縦割
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りを排して議論し、認識の方向性について経

営陣としてのベクトルを合わせていくため、

月１～２回の頻度で役員懇談会を開催した

（４～３月に計 17 回）。 

 

イ 働き方改革等に関する実施と検討 

（ア）長時間労働の是正に向けた取組 

平成29年３月に政府の「働き方改革実行計画」

が閣議決定されたことを踏まえて、当機構と

しての「平成 29 年度時間外労働時間の適正管

理計画」を策定し、従前から取り組んできた

長時間労働の是正についてさらに注力するこ

ととした（５月）。 

特に、年間 15 日の年休取得の推進のため、年

休取得が極端に少ない職員について総務部総

務課がヒアリング、アドバイス等を行う（７

月、３月）など、メリハリのある働き方及び

ワークライフバランスの実現を図った。 

 

（イ）ストレスチェックの実施 

平成29年度は受検率の向上及び情報セキュリ

ティ確保のために紙媒体で実施することを決

定し、10 月下旬に実施した。また、ストレス

チェックの結果を踏まえて、高ストレス者へ

の対応、セルフケアの機会の提供を行ったほ

か、管理職への組織分析結果のフィードバッ

ク等を実施した（３月）。 

 

（ウ）ダイバーシティの推進に向けた取組 

育児中の職員支援、障害者雇用の推進及び定

着支援、介護とキャリアの両立支援に関して、

セミナーや勉強会への出席、先進事例の視察

等により情報収集を行った。また、新たに導

入したＥラーニングによる自主研修について

は、産前産後休暇及び育児休業取得中の職員

も対象とし、育児休業取得中の職員の知識・

スキル向上を支援した。 

  なお、障害者雇用及び女性登用の状況に

ついては、次のとおり。 

・ 障害者雇用については、引き続き法定雇

用率（2.3％）を上回る 3.0％の雇用率を達成

した（平成 29 年６月１日時点）。 
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・ 女性登用については、平成 27 年 12 月 25

日に閣議決定された「第４次男女共同参画基

本計画」等を踏まえて、下表のとおり法人と

しての目標を設定し、実現に向けて取り組ん

だ。 

 

 
平成 30 年３月末

時点の状況 

第４次計画目標 
（平成 32 年度

末） 

役 
員 

役員６人中１人
（16.7％）が女性 

１人／６人 

管
理
職 

管理職（課長級以
上）34 人中２人
（5.9％）が女性 

8.0％ 

 

当機構では、女性職員の割合が全体で 32％、

うち 20 歳代から 30 歳代では 66％の実態にあ

る。平成 30 年度以降の課題として、女性活躍

推進の積極的な展開が不可欠と判断してい

る。 

 

ウ 組織的・戦略的な広報の推進 

広報委員会を開催し、当機構全体のＳＮＳ（ソ

ーシャルネットワーキングサービス）利用の

ためのソーシャルメディアポリシーを改定し

一本化するとともに、内部手続の簡素化、投

稿内容のモニタリングの仕組み等についても

併せて検討し、国民を始めとするステークホ

ルダーへの情報発信の観点から、各事業部で

のＳＮＳの利用を一層勧奨することとした。

この議論の結果、予防事業部（Twitter）及び

地球環境基金部（Instagram）が各ＳＮＳの利

用を開始した（９月）。 

また、同委員会では「広報関係担当者連絡会

議」を毎月１回程度開催することを決定し、

部門横断的な広報及び担当者の連携の推進、

各部の広報担当者の意識・知識の向上等を目

的として情報交換等を行うこととした。 

なお、広報関係担当者連絡会議は、平成 29 年

度中に計６回開催し、各部の広報活動に関す

る情報共有のほか、各種広報媒体による情報

発信と当機構ウェブサイトのページビュー数
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の連動についての確認、戦略的かつ組織的に

広報を行うために必要なＰＤＣＡサイクルの

あり方に関する意見交換等を行った。 

 

＜課題と対応＞ 

平成 29 年度までの取組状

況等を踏まえて、引き続き、

業務実施体制の見直し、内

部統制の推進等に取り組

む。 

 

４．その他参考情報 
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